
 

 
 
 
 
 
 

ラオス刑事訴訟法（2012 年改正 Ver.1.4） 
日本語 

本省令チャートの日本語訳（添付の資料及び注釈を含む）は、JICA 技術協力専門

家が業務上作成した成果物を、日本の企業・個人の皆様がラオスの当該省令を理

解するための参考資料として公開するものです。 

法律上の問題に関しては省令のラオス語原文を参照してください。 

JICA は、本省令チャートの日本語訳（添付の資料及び注釈を含む）の内容の正確

性について保証せず、利用者が本省令チャートの日本語訳（添付の資料及び注釈

を含む）を利用したことから生じる損害に関し、いかなる責任も負いかねます。 

 
 



Ver.1.4 

刑事訴訟法（改正） 
第 1章 
総則 

 
第 1 条（改正） 目的 

この法律は、正しく、公正な刑事訴訟手続に関する原則、規則、及び措置を定め、犯罪

を排除予防することにより、国家、集団の利益、人民の正当な権利利益を保護するとと

もに、法律を尊重し、遵守するように人民を指導し、社会的安全及び公共の秩序を維持

し、すべての民族が国家の保護及び開発に貢献できる状況を創ることを目的とする。 

 
第 2 条（改正） 刑事訴訟手続 

刑事事件とは、ラオス人民民主共和国の刑法又は刑罰を定めたその他の法律により規定

されたもので、ラオス人民民主共和国の政治、経済、社会に対して、あるいは、国家、

集団、個人の所有権、人民の生命、健康、名誉、権利、自由、国家の治安、社会の秩序

に危険を与える作為又は不作為に関する事件である。 
②刑事訴訟手続とは、迅速、完全、包括的に犯罪を探求し、犯人に訴訟手続を受けさせ、

法律を正しく、公正に適用し、犯人の法に従った処罰、犯人でない者の不処罰を保障す

るための、捜査機関、検察庁、裁判所その他の参加者による活動をいう。 

 
第 3 条（新） 用語の説明 

この法律において使用する用語は、以下のとおりの意味である。 
1. 「検察庁」とは、人民検察庁及び軍検察庁のことである。 
2. 「裁判所」とは、人民裁判所及び軍裁判所のことである。 
3. 「包括的（ホープダーン）」とは、刑事訴訟を行う際に、積極証拠（有罪を示す

証拠）と消極証拠（無罪を示す証拠）を探さなければならないことである。 
4. 「完全（コプトゥアン）」とは、刑事訴訟を行う際に、4 つの犯罪構成要素以外

に刑事責任を加重軽減する原因も探さなければならないことである。 
5. 「客観的（パーワウィサイ）」とは、刑事訴訟を行う際に、法律と公正に基づき、

作り上げられたものではなく、真実からなる情報証拠に基づかなければならない

ことである。 
6. 「人民（ポンラムワン）」とは、ラオス人、無国籍者、永住者及び外国人である。 
7. 「拘束場所（留置施設）（サターンティーガックトゥア）」とは、捜査開始命令

発付前の被疑者（＝「プートゥクソンサイ」。以下、「被疑者（プートゥクソン

サイ）」とする。＊訳者注）が、法で定められた期間内に拘束されている場所で

ある。 
8. 「勾留場所（拘置所）（サターンティーガッカン）」とは、判決確定前の刑事手

続期間において、捜査開始命令発付後の被疑者（＝「プートゥクハー」。以下、

「被疑者（プートゥクハー）」とする。＊訳者注）が拘束されている場所である。 

参考資料 



9. 「矯正センター（スーンダッサーング）」とは、軽い犯罪を行った者に対して、

研修教育、矯正教育を行う場所である。 
10. 「矯正施設（カーイダッサーング）」とは、裁判所の確定判決に従い、受刑者の

刑罰を執行する場所である。 
11. 「プートゥクソンサイ」とは、犯罪を行った者と疑われるものの、まだ捜査開始

命令がない者である。 
12. 「プートゥクハー」とは、捜査開始命令により手続の対象となる者である。 
13. 「被告人」とは、裁判所に起訴された者である。 
14. 「犯人（犯罪者）」とは、裁判所によって有罪判決を下された者である。 
15. 「受刑者」とは、裁判所に有罪判決を下された後収容されている者である。 
16. 「十分な証拠」とは、有罪を示す、犯罪を確認できる決定的な証拠である。 
17. 「ラクターンプクマッ（ト）（積極証拠）」とは、被疑者（プートゥクハー）又

は被告人が犯罪を行ったことを示す証拠である。 
18. 「ラクターンケーマッ（ト）（消極証拠）」とは、被疑者（プートゥクハー）又

は被告人が犯罪を行っていないことを示す証拠である。 
19. 「検証（ガーンサンナスット）」とは、犯罪の情報証拠、痕跡の取調べ、収集、

総括である。 
20. 「証明」とは、ある目標に対し、それが正しいか正しくないかを確認するために、

技術科学、学問（ヴィサカーン）、技巧その他の方法を利用することである。 
21. 「裁判（カムトクロン・裁判所の合意）」とは、裁判所の命令、決定、第一審判

決、上訴審判決である。 
22. 「裁判所の命令（カムサン）」とは、訴訟手続における裁判所の裁判の種類の一

つであり、例えば、財物の差押又は処分禁止（アヤット）命令、事件却下命令、

逮捕命令等である。 
23. 「裁判所の決定（カムシーカーッ（ト））」とは、訴訟手続における裁判所の裁

判の種類の一つであり、裁判所、裁判体の権限の決定、事件不受理決定、（第一

審）死刑判決に関する決定等である。 
24. 「カムタッシン」とは、第一審の判決である。 
25. 「カムピパークサー」とは、控訴審又は上告審の判決である。 
26. 「確定判決」とは、当事者が控訴、上告を申し立てない、あるいは、検察の長が

異議を申し立てない第一審判決又は上訴審判決である。 
27. 「検察庁の長の決定（カムトクロン）」とは、異議申立て、異議を申し立てない

決定、再審をしない決定、破棄する決定である。 
28. 「控訴」とは、当事者又は検察が、第一審判決に納得せず、控訴または異議申立

てをすることである。 
29. 「上告（破棄申立て）」とは、当事者又は検察が、控訴審判決に納得せず、上告

又は異議申立てをすることである。 
30. 「行為」とは、作為又は不作為である。 



31. 「反論（ト・ニェーン）」とは、事件手続における訴追又は証拠に対する説明で

ある。 
32. 「弁論（ト・トエン）」とは、公判における訴追又は証拠に対する説明である。 
33. 「軽犯罪/Minor Offense（ラフトート）」とは、法律により、公的批判または罰金

の刑が定められた犯罪である。 
34. 「Major Offense（トーサーヌトート）」とは、法律により、自由剥奪を伴わない、

または、3月以上 10年以下の自由剥奪を伴う再教育及び罰金の刑が定められた犯

罪である。 
35. 「重大な犯罪（カルトート）」とは、法律により 5 年以上の自由刑から終身刑ま

で、死刑、及び罰金の刑が定められた犯罪である。 

 
第 4 条（新）刑事手続に関するポリシー 

国家は、刑事訴訟手続が、法律及び社会正義に従い、迅速、透明、適正に行われるよう

に、政策、法律、規則を定め、予算、人員、車両、機材、技術、基礎インフラを供して、

刑事訴訟手続のための良い条件を整える。 
②国家は、人民が知り、理解し、尊重し、従い、犯罪を除去撲滅するために、法律を普

及教育する。 

 
第 5 条（改正/旧 3 条）刑事訴訟手続の必要性 

この法律 86 条に規定する事由がある場合、捜査機関又は検察庁の長は、法律に従って

裁判所に起訴し、審理判決を行なうために、犯罪と犯人を探求する狙いとして、捜査開

始命令を発出し、捜査を行い、法律に定められた強制手段を用いなければならない。 

 
第 6 条（改正/旧 4 条）刑事事件手続を終了させる事由 

刑事事件手続を終了させる事由は以下のとおり： 
１． 刑事犯罪（事件）の不存在 
２． 犯罪構成要件の欠如 
３． 刑事告訴における時効期間の満了 1 
４． 恩赦の付与 
５． 社会に重大な危険でない犯罪について、刑法の定めに従い、被害者と被疑

者（プートゥクハー）との間で調停合意がある 
６． 刑法が定めるところに従い、被害者の告訴を必要とする場合に、被害者の

告訴がない、又は被害者が告訴を取り消すとき 
７． 財産的損害が、刑法が定める額より低い犯罪のとき 
８． 犯人の死亡。但し、裁判所における訴訟手続中に死亡した場合を除く 
９． 同一事件について却下命令又は裁判所の確定判決がある 

                                                        
1  告訴期間（告訴権の消滅）の意味とのラオス側の説明。 



②社会的に危険な行動をした 15 歳未満の少年（子供）については、少年の権利利益保

護法、刑法その他の関連法律に従う。 

 
第 7 条（新）保護 

刑事訴訟手続において、組織及び刑事事件担当者個人は、法令に従い、生命、健康、自

由、名誉、共有、個人、家族の財産に対する復讐、脅威から保護される。 
②刑事訴訟手続を行っている組織又は担当者個人に被害を及ぼす強制、脅迫、名誉棄損、

誹謗中傷などの個人その他の組織のあらゆる行動は、法律に従い処罰される。 
③刑事訴訟手続において、人民の生命、健康、名誉、財産は保護される。 
④暴行、拷問、強制、脅迫などの人民に被害を及ぼす、組織及び刑事事件担当者個人の

あらゆる行動は法律に従い処罰される。 

 
第 8 条（新）法律の適用範囲 

この法律は、捜査機関、検察庁、裁判所及びこの法律 63 条に定める刑事訴訟手続参加

者に適用される。 

 
第 9 条（新）国際協力 

国家は、ラオス人民民主共和国が加盟する国際条約に従い、刑事訴訟に関し協調し、経

験・情報・技術を交換共有し、刑事訴訟関係職員の知識能力を向上させるなど、外国、

地域、国際社会との協力を促進する。 

 
第 2章 

刑事訴訟における基本原則 

 
第 10 条 （新）刑事訴訟における基本原則 

刑事訴訟は、以下の基本原則に従わなければならない。 
・法遵守（法の支配） 
・国民の権利自由侵害の禁止 
・法と裁判所の前における人民の平等 
・防御権の保障 
・無罪推定 
・刑事事件における損害賠償の検討 
・判決の権限 
・合議体による事件検討 
・裁判官の独立性 
・刑事訴訟手続における言語 
・公判公開の原則 
・回避及び忌避 
・同一事件の審理に(2回)参加してはならないこと 



・訴訟手続の包括性、完全性、客観性 
・協調 
・告訴（訴え）の権利保障 

 
第 11 条（新）法遵守（法の支配） 

刑事手続に関わる権利及び義務を有する組織、担当官、参加者は、法律及び裁判所の確

定裁判を厳正に尊重し、執行しなければならない。 

 
第 12 条（改正/旧 5 条）国民の権利自由侵害の禁止 

捜査機関又は検察庁の長の命令なくして拘束 2（ガックトゥア）してはならない。 
②犯罪発生場所の検察庁の長又は裁判所の命令なくして、逮捕、勾留（ガッカン）又は

建造物の捜索はしてはならない。但し、現行犯または緊急の場合の逮捕、建造物の捜索

を除く。 
③法律に違反する拘束（ガックトゥワ）、逮捕、勾留（ガッカン）の場合、又は、法律

で定められた期間を超える、あるいは、裁判所の判決に違反する勾留の場合、検察庁の

長は、直ちに釈放命令を出さなければならない。 
④刑事手続において、被疑者（プートゥクソンサイ）、被疑者（プートゥクハー）、被

告人に対する強制、脅迫、暴行、拷問は禁止する。 
⑤法律に違反して拘束、逮捕、勾留、建造物又は個人の捜索を行う者は、刑事手続の対

象となり、刑事責任及び生じた損害賠償の責任を負う。 

 
第 13 条（改正/旧 6 条）法と裁判所の前における国民の平等 

刑事訴訟手続は、すべての国民が法と裁判所の前において、性別、人種、国籍、民族、

社会的経済的地位、言語、教育レベル、職業、信仰、居住地その他に基づく差別なく、

平等として行われなければならない。 
②捜査機関、検察庁及び裁判所は、刑事訴訟手続が正しくかつ客観的に行われることを

確実にするために、国民、特に、被疑者（プートゥクソンサイ、プートゥクハー）、被

告人、被害者、民事原告、民事責任者が、法律に従って権利を行使できる条件を整えな

ければならない。 

 
第 14 条（改正/旧 7 条）防御権の保障 

被疑者（プートゥクソンサイ、プートゥクハー）、被告人は、疑われている事件又は訴

追されている事件について、自ら、あるいは、法的支援のための弁護士またはその他の

保護者により、防御する権利を有する。 
②捜査機関、検察庁及び裁判所は、被疑者（同上）、被告人の正当な権利利益を保護す

るため、防御の権利を保障しなければならない。 

                                                        
2  身柄拘束一般をさすのではなく、138 条に規定する、48 時間拘束を行える手段を指す（以前の訳では「勾留」

と翻訳）。 



③被疑者（同上）及び被告人は、自らを守るため、反論し、弁論し、証拠を提出する権

利を有するとともに、無罪を証明する証拠を捜すことを強制されない。 

 
第 15 条（改正/旧 8 条）無罪推定 

刑事訴訟手続において、犯人であるとする裁判所の確定判決がまだない被疑者（プート

ゥクソンサイ、プートゥクハー）及び被告人は、無罪とみなされる。 

 
第 16 条（新）刑事事件における損害賠償額の検討 

刑事事件の損害賠償の検討は、刑事事件の審理（ピッチャラナー）と同時に行わなけれ

ばならない。 
②裁判所が損害額を特定できない場合、例えば、交通事故等でまだ被害者が治療を受け

なければならないような場合、裁判所は先に刑事判決を行い、損害賠償は民事で解決す

る。 
③被告人が裁判所における訴訟手続中に死亡した場合、裁判所は、法律に従って、事件

の検討を終了まで行う。 

 
第 17 条（改正/旧 9 条）判決の権限 

裁判所のみが刑事事件を審理判決する権限を有する。いかなる個人も、裁判所の確定判

決なく、犯罪人とみなされず、刑事的に処罰されない。 

 
第 18 条（改正/旧 10 条）合議による事件審理 

最高人民裁判所、地域（高等）人民裁判所、県・都人民裁判所、地区人民裁判所、高等

軍事裁判所、地域軍事裁判所の裁判体は、3 名の裁判官で構成され、1 名が裁判長、ほ

かの 2 名が合議体構成員となる。 
②法に基づき任命される裁判官のみが、合議体構成員となる権利を有する。 
③合議体の裁判は、多数決によるものとする。 

 
第 19 条(旧 11 条) 裁判官の独立 

審理判決において、裁判官は、独立しており、法律にのみ従う。 

 
第 20 条(旧 12 条) 事件手続で使用される言語 

刑事訴訟手続は、ラオス語で行わなければならない。ラオス語に通じない訴訟参加者は、

通訳を介して、母国語その他の言語を用いる権利を有する。 

 
第 21 条（改正/旧 13 条）公開審理 

公判における刑事事件審理（タイスワン）は、公開で行わなければならない。但し、国

家または社会の秘密に関する事件、配偶者に関わる犯罪、国の美しい習慣に関わる犯罪、

子供、人身売買の被害者に関わる犯罪は除き、非公開で行わなければならない。 
②すべての事件の判決宣告は公開で行う。 

 



第 22 条（改正/旧 15 条）回避、忌避 
刑事訴訟遂行者、書記官、専門家、熟練者、又は通訳人が、その事件当事者と親族であ

る場合、利害関係がある場合、あるいは対立している場合、その者は、その事件訴訟手

続を回避しなければならない。 
②かかる者が、自ら回避しない場合、当事者は、事件訴訟手続からの忌避を求める権利

を有する。 

 
第 23 条 （旧 16 条）同一事件の審理に（再度）参加することの禁止 

刑事事件審理に一回参加した裁判官は、法律に別段の定めがある場合を除き、同一事件

の審理に再度参加することはできない。  

 
第 24 条（改正/旧 17 条）包括的、完全、かつ客観的な訴訟手続 

刑事訴訟手続は、包括的、完全、客観的に行われるようにするために、被疑者（プート

ゥクソンサイ、プートゥクハー）又は被告人の有罪を証明する証拠、あるいは無罪を証

明する証拠及び刑事責任の加重軽減の根拠を捜すことを目的とし、この法律で定められ

た手段を利用しなければならない。 
②被疑者、被告人、事件参加者の供述を得るに当たって、暴力、強制、脅迫、殴打（暴

行）、拷問その他の違法な手段は用いてはならない。 

 
第 25 条（改正/旧 18 条）告訴権（不服申立権）の保障 

個人又は組織は、法律に従わずに義務を行った捜査機関、検察庁、裁判所又は関係者個

人を訴える権利を有する。かかる訴えは、その上級庁又はかかる個人の所属機関に提出

するものとする。 
②かかる訴えを受理した機関は、即刻検討し、受理した日から 30 日以内に検討結果を

書面で、訴えを提出した個人又は組織に通知しなければならない。 
③法律に違反した組織又は個人は、被害者の名誉を回復し、損害を補償しなければなら

ない。かかる個人は、事案の軽重により、懲戒され、あるいは、刑事手続を受ける。 

 
第 26 条（新）協調 

刑事訴訟手続を行う組織は、国家機関、ラオス建国戦線、大衆組織、村及び家族を含ん

だ社会組織と協調、協力し、犯罪を除去し、撲滅しなければならない。 
②これらの組織は、自らの責任の範囲において、強制手段を実施することや刑事犯罪を

引き起こす原因と条件を除くことに、刑事訴訟手続を行う組織と協力しなければならな

い。 

 
 

第 3 章 
刑事事件における証拠 

 
第 1 節 
証拠 



 
第 27 条（改正/旧 19 条）証拠 

刑事事件における証拠とは、訴訟手続によって収集された真の情報であって、捜査機関、

検察庁、裁判所が評価を行い、社会にとって危険な行為かどうか、個人の行為が犯罪か

どうか、その他の事情の有無を判断する根拠として使用する、その訴訟事件の公正適正

な審理判決に有益なものである。 

 
第 28 条（旧 20 条） 証拠の種類 

刑事事件の証拠は以下とおり構成される： 
1. 物的証拠 
2. 書証 
3. 人的証拠 
②前記証拠は、被疑者（プートゥクハー）又は被告人が犯人であることを証明する積極

証拠と無実であることを証明する消極証拠がある。 
③刑事訴訟手続においては、有罪を証明する証拠（積極証拠）及び無罪を証明する証拠

（消極証拠）の両方を捜さなければならない。 
 

第 2 節 
物的証拠 

 
第 29 条（新）物的証拠 

物的証拠とは、物体の痕跡、犯罪の道具として使用された、又は使用されようとした物

であり、例えば、拳銃、ナイフ、指紋、血痕その他の事件にとって重要な意味を有する

物である。 

 
第 30 条（新）物的証拠の収集と保管 

物的証拠の収集は、発見されたときに直ちに行わなければならない。証拠収集は徹底的

に行い、発見された時の物の状態を記録しなければならず、規則に従って保管しなけれ

ばならない。物証を収集できないときには、写真に記録し、技術的な規則に従って保管

しなければならない。 
②物的証拠は、梱包するか又は袋に保管しなければならない。 
③物的証拠又は事件の証拠品は、ぶつかったり、崩れたり、紛失したり、入れ替わった

り、壊れたり、混乱したりしないように保管しなければならない。 
④物的証拠の保管は以下の通り行う： 
1. コンテナ又はジッパー付袋に保管される物的証拠は、収集後直ちに保管し、詳細

を記録しなければならない。この記録は、事件ファイルに保管しなければならな

い。 
2. 金銭、債券、金銀、宝石類その他の貴重品は規則に従い銀行に保管しなければな

らない。 
3. 薬品、中毒嗜好品は、規則に従い確認し保管しなければならない。 



4. 拳銃、爆薬、可燃物その他の危険物は、保管のため関係専門機関に引き継ぎ、詳

細を記録しなければならない。 
5. 血液、毛髪、指紋、足跡、薬包（弾薬）等は技術規則に基づき、集めて保管しな

ければならない。 
⑤物的証拠が、正当な理由なく、劣化、変化、損傷した場合、保管責任者は、刑法の定

めに従い、刑事責任を問われる。 

 
第 31 条（新）物的証拠に関する問題解決 

刑事訴訟手続に責任をもつ組織は、物的証拠である事件の証拠に関する問題解決のため、

以下の通り権限と義務を有する： 
1. 犯罪に使われた、使われようとした、又は犯罪によって得られたもので、所持な

いし使用が禁止されているものは、押収し、国家のものとなる。 
2. 犯人に持ち去られた、あるいは、犯罪の道具として利用された国家のものは、国

家に返還しなければならない 
3. 犯罪によって得られたもので、所有者が分からないものは、国家のものとなる 
4. 品質が劣化したり、腐敗しやすいものは、規則に従って競売し、裁判所の判決執

行のために使用する 
5. 価値のないもの、利用価値（有用性）のないものは、処分する 
②刑事事件における証拠物に関する紛争は、法令に従い解決する。 

 
 

第 3 節 
書証 

 
第 32 条 書証 

書証とは、手紙、捜査記録、裁判所の活動記録、勘定書（財務記録）、図（図面）、写

真、その他犯罪に関連する書類から得られたものをいう。 

 
第 33 条（新）訴訟手続遂行者の記録 

訴訟手続遂行者による逮捕、捜索、財産の差押、保全、現場検証、証拠の証明（鑑定）、

事情聴取、対質、確認、再現の記録、公判の記録その他の記録、適法に収集された、犯

罪に関連する手紙、会計、図、写真その他の書面は刑事事件の証拠として扱う。 

 
第 4 節 

人的証拠 
 

第 34 条（新）人的証拠 
人的証拠とは、犯罪に関連する、被疑者（プートゥクソンサイ・プートゥクハー）、被

告人、証人、被害者、民事原告、民事責任者の証言、面割り、確認、専門家、熟練者の

意見により得られた証拠をいう。 

 



第 35 条（新）被疑者（プートゥクソンサイ）の供述 
被疑者の供述は、この法律 52 条 1 号（捜査機関）2 号（検察）に規定されている捜査遂

行者の質問に対して、口頭または書面で答えた情報をいう。 
②被疑者の供述を得る前に、この法律 64 条に定めるその権利と義務を告知しなければ

ならない。 

 
第 36 条（新）被疑者（プートゥクハー）又は被告人の供述 

被疑者又は被告人の供述は、この法律 52 条に規定されている手続遂行者（捜査機関・

検察・裁判所）の質問に対して答えた情報をいう。 
②被疑者又は被告人の自白は、十分な有罪を示す証拠によって確認されたときのみ事件

の証拠となる。 
③嘘、強制、脅迫、暴行、拷問その他適法でない行為によって得られた被疑者又は被告

人の自白は、事件における証拠として使用することはできない。 
④被疑者又は被告人が、供述しない場合、刑事手続遂行者はその旨記録しなければなら

ない。 

 
第 37 条（新）被害者の供述 

被害者の供述は、捜査期間中（スープスワン－ソープスワン、ソープスワン）、または

裁判所の公判審理中（タイスワン）に、この法律 52 条に規定されている手続遂行者の

質問に対して答えた被害に関する情報をいう。 
②被害者は、本人と被疑者（プートゥクハー）または被告人との関係についてとともに、

事件の証拠にとって重要な意味をもつ状況について、質問される。 

 
第 38 条（新）民事原告、民事責任者の供述 

民事原告、民事責任者の供述は、捜査及び公判段階における、この法律 52 条に規定す

る刑事手続遂行者の質問に対する答えとしての、被害、損害額に関する情報提供である。 

 
第 39 条（新）証人の供述 

証人の供述は、事件に関して、知っていること、目撃したこと、聞いたこと、あるいは、

ほかの誰かから聞いたことについて、捜査期間中、あるいは裁判所の公判審理中に、こ

の法律 52 条に規定されている手続遂行者の質問に答えた情報をいう。 
②証人は、被疑者（プートゥクソンサイ・プートゥクハー）、被告人、被害者、民事原

告、民事責任者、他の証人との関係についてとともに、事件について知っていること、

自ら目撃したこと、状況について質問される。 

 
第 40 条（新）専門家又は熟練者の鑑定書 

鑑定後、専門家、熟練者は、書面で鑑定書を作成し、鑑定書に責任を負わなければなら

ない。 
②鑑定が、専門家又は熟練者のチームで行われた場合、全員が鑑定書に署名しなければ

ならない。 



③専門家又は熟練者のチームの意見が一致せず、鑑定書に反対の専門家又は熟練者は、

自身の意見を鑑定書に記載する権利を有する。 
④捜査機関、検察庁又は、裁判所が、鑑定結果に納得しない場合、詳細な理由を付し、

専門家又は熟練者の意見が明確でない、あるいは、完全でない場合、専門家又は熟練者

を追加して、又は専門家、熟練者グループに再鑑定を求める、あるいは、新しくチーム

を任命して再鑑定を求めることができる。 

 
 

第 5 節 
証拠の収集/組立 

 
第 41 条（新）真実を追究しなければならない状況 

捜査、起訴、判決の手続中、刑事事件手続を行う機関は、以下の状況に関する真実を追

究しなければならない。 
１．犯行（行為、日時、場所、車両、器具、方法その他の状況） 
２．被疑者（プートゥクハー）又は被告人の過ち（故意または過失）及び犯行動機 
３．犯行の特徴、危険性の程度と被疑者（プートゥクハー）又は被告人の人格 
４．犯罪により生じた被害の特徴と程度 
５．刑事責任を免れるべき根拠と負わせるべき根拠 
６．刑事責任の加重減軽理由 

 
第 42 条（新）証拠排除（証拠と認められないこと） 

この法律に違反する手段により得られた情報は、刑事事件の証拠とならない。 
②刑事事件の証拠とならない情報は、法的効果をもたず、刑事手続の基礎として使用す

ることはできない。 

 
第 43 条（新）証拠収集 

証拠収集において、手続遂行責任機関は、以下の権限と義務を有する 
１．被疑者（プートゥクソンサイ・プートゥクハー）、被告人、被害者、民事原告、民

事責任者、証人の供述を得る 
２．現場検証、建物、車両、個人の捜索、再現、財産の差押と保全 
３．事件について知っている個人を証人として呼び出す、対質、識別、確認 
４．意見を求めるため、専門家、熟練者を任命する 
５．刑事事件の証拠となる書類、物品を個人または組織から求める 
６．証拠の証明（鑑定） 
７．この法律に定められたその他の権限義務を履行する 
②関係する個人及び組織は、刑事手続遂行機関の召喚状、招聘状、要求、任命に従わな

ければならない。 
③個人及び組織は、刑事事件において証拠を収集し、刑事手続遂行機関に提出すること

ができる。 



 
第 44 条（改正）証拠の検査及び評価 

収集された証拠は、適法か、真実か、完全か、関連性を有するか、刑事事件解決の審理

判決の根拠とできるかについて検査及び評価されなければならない。 
②刑事手続遂行機関は、包括的、完全、客観的に、自信を持って、証拠を検査、比較考

察、評価しなければならない。 
③証拠の検査、評価において、被疑者（プートゥクハー）又は被告人が、犯人か犯人で

ないかまだ疑いがある場合、釈放し、訴追から解放しなければならない。 
④刑事訴訟手続は、被疑者（プートゥクハー）又は被告人の自白だけを主たる根拠にし

てはならず、有罪を立証する証拠を更に探す必要がある。 
⑤被疑者（プートゥクハー）又は被告人が犯行を否認し、自白しない場合でも、十分な

証拠がある場合、その者は有罪（犯罪者）とみなされる。 
 

 
第 4 章 

刑事訴訟における組織及び参加者 
 

第 1 節 
刑事訴訟の組織及び遂行者 

 
第 45 条（改正/旧 22 条）刑事訴訟の組織 

刑事訴訟の組織は、以下により構成される。 
- 捜査機関 
- 検察庁 
- 裁判所 

 
第 46 条（改正/旧 23 条）捜査機関 

捜査機関は、以下により構成される。 
1. 警察捜査機関 
2. 軍捜査機関 
3. 税務捜査機関 
4. 森林捜査機関 
5. 汚職防止捜査機関 
6. 法律で定めるその他の捜査機関 

 
第 47 条（改正/旧 23 条）捜査機関の権限と義務 

捜査機関は、以下の権限と義務を有する： 
1. 犯罪に関する通報を受理し、記録する 
2. 犯罪に関して検察庁の長へ即刻報告する 
3. 捜査開始命令を発付し、そのコピーを直ちに検察庁の長へ送り、報告する 
4. 捜査を実施する 



5. 法律に定められた強制手段を利用し、拘束（ガックトゥア）された被疑者（プー

トゥクソンサイ）を釈放し、検察庁の長に書面で報告する 
6. 同級の検察庁の長の命令に対して、上級の検察庁の長に抗告する 
7. 他の関係機関と協調する 
8. 捜査をまとめ、事件ファイルを作成し、証拠品とともに検察庁の長に送る 
②これらの権限行使と義務の履行について、捜査機関は、法律の定める権限と義務の範

囲内で実施しなければならない。 

 
第 48 条（改正/旧 25 条）人民検察庁 

人民検察庁は、以下により構成される 
- 最高人民検察庁 
- 地域（高等）人民検察庁 
- 県、都人民検察庁 
- 地区人民検察庁 
- 軍検察庁 

 
第 49 条（新）検察庁の権限と義務 

刑事訴訟手続における検察庁の権限と義務は以下のとおり 
1. 捜査機関による法律の執行をmonitoring/inspection3する 
2. 法律の規定に従い、事件の一部又は全部の捜査を行う 
3. 被疑者（プートゥクハー）を裁判所に起訴する 
4. 裁判所での訴訟手続における法律の適用を monitoring/inspection する 
5. 裁判所の確定裁判の執行を monitoring/inspection する 
6. 拘束（留置）施設、勾留施設、矯正センター、矯正施設、裁判所のその他の強制

手段の執行施設における法律の適用を monitoring/inspection する 
7. 捜査機関及びその他の関係機関と協調し、犯罪その他の法律違反行為を防止、撲

滅し、犯罪を引き起こす原因、条件を取り除く 
8. 法律に従い再審を行う 
9. 法令で定められたその他の権限と義務を行う 

 
第 50 条（改正/旧 26 条）人民裁判所 

人民裁判所は、以下により構成される 
1. 最高人民裁判所 
2. 地域（高等）人民裁判所 
3. 県、都人民裁判所 
4. 地区人民裁判所 
5. 軍裁判所 

 
                                                        
3 ラオス語で「ティッタームクワットカー」であり、monitoring/inspection、あるいは、監督・監査と訳している。 



第 51 条（新）裁判所の権限と義務 
裁判所は、刑事訴訟手続において以下の権限と義務を有する 
1. この法律 16 条が定める損害賠償とともに刑事事件の審理判決を行う 
2. 事件ファイルが裁判所に届いた場合、捜査手段、強制手段を利用する 
3. 当事者の教育指導と刑事事件における民事問題の調停 
4. 関係機関と協調する 
5. 法令で定められたその他の権限と義務を行う 

 
第 52 条（新）刑事訴訟遂行（担当）者 

刑事手続遂行（担当）者は、以下のとおり 
１．捜査機関の（本部・署）長、副長、捜査官及び捜査官補 
２．検察庁の長、副長、検察官（直訳は検察職員）及び検察官補（同検察職員補） 
３．裁判所長、副所長、裁判官、裁判官補及び書記官 

 
第 53 条（改正）捜査機関の長、副長の権限と義務 

捜査機関の長は以下の権限と義務を有する 
1. 捜査機関の捜査を直接指揮し指導する 
2. 刑事事件捜査担当捜査官の任命又は交代をする 
3. 根拠がなく、適法でない捜査官の命令の変更ないし取消を検討する 
4. 捜査開始命令、不開始命令、召喚状、招聘状、連行命令、拘束命令、軟禁命令、

財産の差押、保全命令、拘束された被疑者（プートゥクソンサイ）の釈放命令、

事件の中止又は却下命令を発付する 
5. 被疑事実、権利義務を被疑者（プートゥクソンサイ・プートゥクハー）に告知す

る 
6. 通訳人、専門家、熟練者の選任命令の発付 
7. 弁護人の選任又は選任申請を受理する 
8. 検察庁の長による逮捕命令、（仮）勾留命令、保釈命令、捜索、職責停止、捜査

期間延長及び（仮）勾留期間延長命令を請求する 
9. 捜査終了後、事件ファイルをまとめ、検討のため検察庁に送付する 
10. 法令で定められたその他の権限義務を行う 
②捜査機関の副長は、委任された刑事事件手続において、捜査機関の長を補佐する義務

を負う。 

 
第 54 条（改正）（捜査機関の）捜査官の権限と義務 

刑事事件捜査に任命された捜査官は以下の権限と義務を有する： 
1. 犯罪に関する通報、報告、告訴を受理し記録する 
2. 召喚状、招聘状、連行状、拘束命令、軟禁命令、財産の捜索、保全命令、拘束さ

れている被疑者（プートゥクソンサイ）の釈放命令、事件中止又は却下命令の発

付を申請する 



3. 被疑者（プートゥクソンサイ・プートゥクハー）、被害者、民事原告、証人その

他の関係者の証言を得る 
4. 現場検証、死体検視、建造物、車両の捜索、個人の捜索とともに犯罪に関する証

拠を収集する 
5. 捜査機関の長の命令に従い、被疑者（プートゥクハー）の連行、拘束、保釈を行

う 
6. 検察庁の長又は裁判所の命令に従い、被疑者（プートゥクハー）の捜索、逮捕、

連行、保釈を行う 
7. 被疑者（プートゥクソンサイ・プートゥクハー）に対し、被疑事実、権利と義務

を告知する 
8. 刑事訴訟手続に関する命令を実施し、捜査機関の長に状況を報告する 
9. 事件ファイルを取りまとめ、報告し、捜査機関の長に提出する 
10. （捜査機関の）長の命令及び法令に従って、その他の権限義務を行う 
②刑事訴訟手続において、捜査官は、法律と捜査機関の長に対して責任を負わなければ

ならない。 

 
第 55 条（新）（捜査機関の）捜査官補の権限と義務 

捜査官補は、捜査を除き、委任に従い、この法律 54 条が定める権限と義務を有する。 

 
第 56 条（新）検察庁の長、副長の権限と義務 

検察庁の長は以下の権限と義務を有する： 
1. 刑事訴訟手続において、法律の執行の monitoring/inspection の指揮、直接指導を行

う。 
2. 告訴を解決（検討）する 
3. 捜査開始命令又は不開始命令を発付する 
4. 被疑者（プートゥクソンサイ・プートゥクハー）に、被疑事実、権利義務を告知

する 
5. 捜査機関による捜査開始又は不開始命令を変更する、あるいは取り消す命令を発

付する 
6. 捜査機関の長に担当捜査官を交代する提案をする 
7. 連行、拘束、逮捕、（仮）勾留 4、保釈、釈放、軟禁、職責停止、捜索、財産の

差押、保全命令、刑事事件の中止又は却下命令を発付する 
8. 上記 7 号が定める命令の実行を monitoring/inspection する 
9. 適法でない捜査機関の命令を取り消す 
10. 事件ファイルを捜査権限と義務を有する機関に送付する 
11. 通訳人、専門家又は熟練者の任命命令を発付する 
12. 捜査を開始し、一部又は全部の捜査を実施する 

                                                        
4  ラオス語で「ガッカンパーン（グ）」であり，直訳すると「仮勾留」。12 条２項等の「ガッカン」との区別の

ため，（仮）勾留と訳すことがある。 



13. 被疑者（プートゥクハー）を裁判所に起訴する 
14. 裁判所における刑事訴訟において法律の適用を monitoring/inspectionする 
15. 確定判決の執行を monitoring/inspection する 
16. 拘束（留置）施設、勾留施設、矯正センター、矯正施設、裁判所のその他の強制

手段の執行施設における法律の適用を monitoring/inspection する 
17. 捜査機関その他の関係機関と協調し、犯罪を防止、撲滅するとともに、関係個人、

組織に、犯罪を引き起こす原因、条件を取り除く手段の利用を指導する 
18. 法律に従い、再審を申し立てる 
19. 法令で定められたその他の権限義務を行う 
②検察庁の副長は、任命に従い、刑事訴訟手続において、長を補佐する義務を負う。 

 
第 57 条（新）検察官（検察職員）の権限と義務 

検察官（検察職員）は、検察庁の長の任命（委任）に従って、以下の権限と義務を有す

る 
1. 刑事事件の捜査を遂行する 
2. 被疑者（プートゥクソンサイ・プートゥクハー）に被疑事実、権利義務を告知す

る 
3. 刑事手続に参加する原告、被告人その他の個人の証言を聴取する 
4. 刑事事件に関する情報証拠を収集する 
5. 刑事事件ファイルの検討、要約、検察庁の長の意見書（カムタレーン）又は決定

（カムトクロン）又は異議申立書、命令の起案 
6. 刑事公判への参加 
7. 確定判決の執行の monitoring/inspection 
8. 拘束場所、勾留場所、矯正センター、矯正施設の monitoring/inspection 
9. 法令で定められたその他の権限義務の履行 

 
第 58 条（新）検察官補（検察職員補）の権限と義務 

検察官補は、検察官の委任により、以下の権限と義務を有する 
1. 刑事手続参加者の証言聴取（取調べ）に立ち会い、記録する 
2. 刑事事件ファイルの検討、要約、及び検察庁の長の意見書（カムタレーン）又は

決定（カムトクロン）又は異議申立書、命令の起案を補助する 
3. 事件番号を付し、刑事事件ファイルを整理し、書類目録を作成、事件ファイルを

保管し、統計を作成する 
4. 刑事事件の証拠品目録作成し、保管をモニタリングする 
5. 被疑者（プートゥクハー）、受刑者のリスト及び統計を作成する 
6. 召喚状、招聘状の作成 
7. 委任に従いその他の権限、義務を行う 

 
第 59 条（新）裁判所長、副所長の権限と義務 



裁判所長は、刑事訴訟において、以下の権限と義務を有する： 
1. 組織及び裁判所の刑事事件判決業務を指揮する 
2. 刑事事件審理判決を担当する合議体を構成するための裁判官の任命及び書記官の

任命に合意する 
3. 公判開始前に、裁判官、書記官の交代に合意する 
4. 刑事事件審理判決合議体の裁判長を務める 
5. 刑事事件に関する命令、告知、決定を出す 
6. 法令で定めるその他の権限義務を行う 
②裁判所副所長は、委任に従い、刑事訴訟手続において、裁判所長を補助する義務を負

う。 
 
第 60 条（新）裁判官の権限と義務 

裁判官は、刑事訴訟において、以下の権限と義務を有する： 
1. 任された刑事事件ファイルを検討する 
2. 原告、被告人その他の刑事訴訟手続参加者の証言を聴取する 
3. 刑事事件に関する補充情報証拠を収集する 
4. 刑事事件において、民事上の問題について、当事者の調停をする 
5. 刑事事件判決合議体の構成員となる 
6. 法律で定めるその他の権限と義務を行う 

 
第 61 条（新）裁判官補の権限と義務 

裁判官補は、刑事訴訟において、以下の権限と義務を有する： 
1. 刑事事件ファイル検討において裁判官を補佐する 
2. 刑事訴訟参加者の証言聴取において、裁判官を補佐する 
3. 刑事事件において、民事上の問題に関する当事者の調停に立ち会い、記録する 
4. 検討を任された事件をまとめ、裁判官に報告する 
5. 裁判書の起案において裁判官を補佐する 
6. 委任されたその他の権限と義務を行う 

 
第 62 条（新）書記官の権限と義務 

書記官は、刑事訴訟において、以下の権限と義務を有する： 
1. 事件ファイル、刑事事件起訴を受理し、刑事事件ファイルを管理し書類目録を作

成する 
2. 裁判官の指示に従い、召喚状、招聘状を発付する 
3. 証言聴取及び刑事事件に係る民事上の問題に関する調停に立ち会い、記録する 
4. 公判の準備と公判規則の告知 
5. 公判を記録し、公判記録の正確性、完全性に責任を持つ 
6. 公判記録の写しを作成し、事件ファイルにとじる 



7. 裁判所の評議、判決理由を当事者に説明、告知し、控訴、上告（破棄）申立ての

権利を告知する 
8. 控訴又は上告申立てを受理し、控訴または上告予約受領書を出す 
9. 法令に従い、判決（第一審、上訴審）その他の書類に確認の署名をする 
10. 事件証拠品の目録を作成し、保管する 
11. 事件統計をまとめ、monitoring/inspection のため、判決（第一審、上訴審）を上級

裁判所及び関係検察庁に送る 
12. 控訴、上告、又は検察庁の長の異議申立てがあった場合、書類目録を作成し、関

係裁判所に事件ファイルを送る 
13. 委任されたその他の権限と義務を行う 

 
第 2 節 

刑事訴訟手続参加者 
 

第 63 条（改正/旧 27 条）刑事訴訟手続参加者 
刑事訴訟手続参加者は、以下のとおり： 
1. 被疑者（プートゥクソンサイ＝捜査開始命令前） 
2. 被疑者（プートゥクハー＝捜査開始命令後） 
3. 被告人 
4. 被害者 
5. 民事原告 
6. 民事責任者 
7. 証人 
8. 弁護人又はその他の保護者 
9. 専門家（プーシヤオサーン） 
10. 熟練者（プーサムナーンガーン） 
11. 通訳人 

 
第 64 条（新）被疑者（プートゥクソンサイ） 

被疑者（プートゥクソンサイ）とは、刑事犯罪を行ったと疑われている個人であるが、

捜査機関又は検察庁が当人にまだ捜査開始命令を発付できない者である。 
②被疑者は、以下の権利を有する： 
1. 自己に対する被疑事実を知る 
2. 自己の権利義務について説明を受ける 
3. 自己に対する被疑事実について説明ないし、供述する 
4. 証拠を提出する 
5. 捜査機関及び検察の正当でない行為を訴える 
6. 法律が 3 年以下の自由刑を定める Major Offences（トーサーヌトート）について、保

釈の申出をする 
③被疑者は、以下の義務を負う: 



1. 召喚状に従って出頭する 
2. 捜査機関及び検察庁に協力する 

 
 
第 65 条（改正/旧 28 条）被疑者（プートゥクハー） 

被疑者（プートゥクハー）とは、捜査機関又は検察庁の長による捜査開始命令により手

続の対象となっているものである。ただし、直接起訴の場合を除く。 
②被疑者は、以下の権利を有する： 
1. 被疑事実を告げられ、対応する 
2. 事件防御の際の被疑者の権利義務について説明を受ける 
3. 供述し、証拠を提出する 
4. 保釈申請その他の請求をする 
5. 捜査開始に関する書類、自己の証言記録、強制手段の利用、変更、取消しに関する

命令、中止命令、捜査摘要書、検察庁の長の起訴状、カムタレーン（意見書）、却

下命令、その他この法律で定める訴訟手続に関する書類及び命令を受領する 
6. 事件ファイルを閲覧し、コピー又は書き写す 
7. 防御のため、弁護人その他の保護者を選任し、接見する 
8. この法律 52 条 1 号、2 号に規定する手続担当者、専門家、熟練者、通訳人について、

忌避を求める 
9. 適正でないと認めた捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官の行為又は命令発

付に対して、訴える 
10. 捜査機関の長、検察庁の長の命令に抗告し、取消し（破棄）を求める 
③被疑者は、以下の義務を負う： 
1. 捜査機関の長、検察庁の長の召喚状、命令に従い出頭する 
2. 捜査規則に従う 

 
第 66 条（改正/旧 28 条）被告人 

被告人とは、裁判所に起訴された被疑者をいう。 
②被告人は、以下の権利を有する： 
1. 起訴状を通知され、訴追に対応する 
2. 事件防御の際の被告人の権利義務について説明を受ける 
3. 事件防御の際、弁護人又はその他の保護者を選任し、接見する 
4. 供述し、訴追に対応し、証拠を提出する 
5. 公判において、説明し、質問に答える 
6. 事件記録を閲覧し、書類をコピー、書写し、請求をする 
7. 公判に出廷する 
8. この法律 52 条 2 号、3 号に規定する手続担当者、専門家、熟練者、通訳人の忌避

を求める 
9. 弁論について意見を述べる、及び公判において、最終陳述を述べる 



10. 裁判所の裁判書（判決書）を受け取る 
11. 裁判所の裁判書（判決書）に控訴、上告する 
12. 法令で定めるその他の権利を行使する 
③被告人は、以下の義務を負う： 
1. 裁判所の召喚状に従い出頭する 
2. 公判において、規則及び裁判所の命令に従う 

 
第 67 条（改正）被害者 

被害者とは、他人による犯罪により、健康、生命、財産、精神に被害を受けた者をいう。 
②被害者は、以下の権利を有する： 
1. 事件に関する証言をする 
2. 証拠を提出する 
3. 請求書面を提出する 
4. 損害賠償を受ける 
5. 捜査終了後、事件ファイルを閲覧し、必要部分をコピー、書写する 
6. 公判における審理（タイスワン）に参加する 
7. この法律 52 条に規定する手続担当者、専門家、熟練者、通訳人の忌避を求める 
8. 適正でないと認めた捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官又は裁判所の行

為あるいは命令について、訴える 
9. 捜査機関の長、検察庁の長の命令、裁判所の裁判（カムトクロン）に対し、上訴

(/抗告)し、取消を求める 
10. 社会に対して深刻な危険でない犯罪事件について、被疑者（プートゥクハー）又

は被告人と調停合意をする 
11. 事件に対応する際、弁護人その他の保護人を選任する 
12. 告訴を取り下げる 
③被害者が死亡した場合、近親者がこの条項に規定された被害者の権利を引き継ぐ。 
④被害者は、以下の義務を有する： 
1. 捜査機関の長、検察庁の長、裁判所の召喚状、命令に従い出頭する 
2. 証言拒否、虚偽の証言に対する責任を負う。 
 

第 68 条（改正）民事原告 
民事原告とは、損害賠償を受けるために、被疑者（プートゥクハー）、被告人に対して、

または、民事責任者に対して民事上訴えているものをいう。 
②民事原告は、この法律 67 条で定める被害者の権利義務と同様の権利義務を有する。 

 
第 69 条（改正）民事責任者 

民事責任者とは、その責任の下にある被疑者又は被告人による犯罪のために、損害賠償

を支払う義務を負う個人又は組織をいう。 
②民事責任者は、両親、養親、保護人（phupokkhong）、雇用者、監督者(phukumkhong)、
組織、事業者がなる。 
③民事責任者は、以下の権利を有する： 



1. 告訴に対応（反論）する 
2. 告訴に対して説明する 
3. 証拠を提出する 
4. 請求（書）を提出する 
5. 捜査終了後、事件ファイルを閲覧し、必要部分をコピー、書写することを求める 
6. 公判における審理（タイスワン）に参加する 
7. この法律 52 条に規定する手続担当者、専門家、熟練者、通訳人の忌避を求める 
8. 適正でないと認めた捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官、又は裁判所の行

為あるいは命令について、訴える 
9. 捜査機関の長、検察庁の長の命令、裁判所の裁判（カムトクロン）に対し、上訴(/

抗告)し、破棄を求める 
10. 事件に対応する際、弁護人その他の保護人を選任する 
④民事責任者は、この法律 67 条で定める被害者の義務と同様の義務を負う。 

 
第 70 条（改正）証人 

証人は、犯罪又は事件の状況について知っている/目撃した個人をいう。 
②聴覚、視覚、言語障害者、知的・精神障害者、18 歳未満の子供、当事者の親類は、

情報として証言することはできるが、証人にはならない。 
③証人は以下の権利を有する： 
1. 証言をする 
2. 捜査段階において自身の証言記録を閲覧する 
3. 自身の証言記録の変更又は追加を求める 
4. 適正でないと認めた捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官又は裁判所による

行為又は命令発付に対して訴える 
5. 証言に対する生命、健康、財産、精神への脅威から法令に従い保護を受ける 
④証人は、この法律 67条で定める被害者の義務と同様の義務を負う。 

 
第 71 条（改正）弁護人又は保護者 

弁護人は、法律に従って、依頼人の正当な権利利益を守るため、個人、法人、組織、社

会に法的サービスを提供する、国家から許可を得た自由業の者である。 
②弁護人は、任命された日または依頼人、その当事者の家族、組織に書面で依頼された

日から刑事訴訟手続に参加できる。 
③弁護人は以下の権利と義務を有する： 
1. 拘束、逮捕または勾留後、依頼人になろうとする者または依頼人の要請により、そ

れらの者と面会する 
2. 依頼人に対する被疑事実を知る、及び依頼人の事情聴取に立ち会う 
3. 事件ファイルの書類を閲覧し、コピー（謄写）し、あるいは書き写す 
4. 証拠と証人を提出する 
5. 裁判官、検察官、捜査官、専門家、熟練者、通訳人の忌避を求める 
6. 公判における審理（タイスワン）において、意見を述べ、他の参加者に質問をする 
7. 関係担当官の適正でない、あるいは適切でない行為について異議を申立て、又は訴

える 



8. 捜査機関の長、検察庁の長の命令、裁判所の裁判書（判決書）に対し、抗告/上訴し、

取消を求める 
9. 法令に従い、依頼人の保釈を申請する 
10. 保釈された依頼人を裁判所ないし検察に連れてくる協力をする 
11. 法律により死刑が規定された犯罪及びその他の法律が定める犯罪において、弁護人

として選任される 
12. 依頼人が訴訟手続に参加するために召喚状を受け取る 
13. 法令が定める他の権利義務を行う 
④その他の保護者は前項 11 号を除き、弁護人と同様の権利を有する。 
⑤その他の保護者は、被疑者（プートゥクハー）、被告人、被害者、民事原告、民事責

任者の権利と利益を保護するため刑事手続に参加する個人である。 
⑥その他の保護者（プーポクポーング）は、両親、夫、妻、子供、保護人（プーポクコ

ーング）等法定代理人の場合を除き、代理権限を与えられた場合に限り刑事手続に参加

できる。 
⑦その他保護者は以下の義務を負う： 
1. 保護する者の正当な権利利益を守るため法律が定めるあらゆる保護手段を利用する 
2. 訴訟手続遂行（担当）機関の召喚状に従い出頭する 
3. 訴訟手続の秘密を守る 
4. 訴訟手続が正しく公平に行われるために証拠を捜す（ことに参加する） 
⑧被疑者（プートゥクハー）または被告人が、18 歳未満の子供、聴覚、視覚、言語障

害者、知的・精神障害者、ラオス語に通じない者、及び法律が死刑を定める者（被疑者、

被告人）の場合、弁護人またはその他の保護者が必要である。被疑者、被告人に弁護人

またはその他の保護者がいない場合、手続遂行（担当）機関は、弁護士会が義務として

選任するよう弁護士会に求める。弁護士会は、かかる提案受領後 7 日以内に、かかる組

織からの求めに従い、選任を検討しなければならない。 
 
第 72 条（改正）専門家(phusiyaosan) 

専門家とは、関係機関に承認された、ある専門分野において知識と経験を有し、専門分

野に関する問題について明らかにすることができる者をいう。 
②証拠を鑑定するために、捜査機関の長、検察庁の長、裁判所は、専門家を任命する命

令を発付しなければならない。 
③専門家は、以下の権利と義務を有する： 
1. 鑑定が必要な書類及び物を受領する 
2. 鑑定が必要な事項に関して、証言聴取に立ち会い、質問をする 
3. 鑑定を辞退する。但し、理由を述べなければならない 
4. 鑑定結果をまとめる 
④専門家は、選任命令で定められた範囲内で、期間内に証拠の鑑定を行わなければなら

ない。 



⑤専門家は、意見を述べ、述べた意見に責任を持ち、事件に関する秘密を守らなければ

ならない。 
 
第 73 条（新）熟練者 

熟練者は、刑事訴訟手続担当機関によって鑑定を求められた問題に意見を述べることが

できる、ある分野の経験を有するものである。 
②証拠の鑑定において、熟練者は、専門家と同様に選任される。 
③熟練者は、鑑定を辞退する権利を有するが、理由を述べなければならない。 
④熟練者は、自分の立場で意見を述べ、事件に関する秘密を守らなければならない。 

 
第 74 条（改正）通訳人 

通訳人は、ラオス語に通じない事件参加者の言語について通訳する知識、能力、経験を

有する者である。 
②通訳人は、専門家と同様に選任される。 
③通訳人は、その通訳に責任を持ち、事件に関する秘密を守る義務を負う。 
④通訳報酬は、裁判費用法による。 

 
第 5 章 

捜査手続 
 

第 1 節 
捜査機関の権限と義務 

 
第 75 条（新）権限と義務を有する機関 

捜査を行う権限と義務を有する機関は、この法律 46 条で定められた捜査機関及び検察

庁である。 

 
第 76 条（新）警察捜査機関の権限と義務 

警察捜査機関は、その権限と義務の範囲内のあらゆる犯罪について捜査する権限と義務

を有する。 

 
第 77 条（新）軍捜査機関の権限と義務 

軍捜査機関は、公務として職務執行中の軍事的犯罪、軍事施設、キャンプ、部局、作業

場、工場、または軍制限地域における軍事上の犯罪について捜査する権限と義務を有す

る。 

 
第 78 条（新）税務捜査機関の権限と義務 

税務捜査機関は、刑法、関税法、税法、付加価値税法に定める国家徴税システムに関す

る規則違反について捜査する権限と義務を有する。 

 
第 79 条（新）森林捜査機関の権限と義務 



森林捜査機関は、刑事犯罪と規定されている刑法、森林法、野生・水生生物法違反につ

いて捜査する権限と義務を有する。 

 
第 80 条（新）汚職防止捜査機関の権限と義務 

汚職防止捜査機関は、刑法及び汚職防止法に定められた汚職行為について捜査する権限

と義務を有する。 

 
第 81 条（新）その他の捜査機関の権限と義務 

その他の捜査機関は、刑法その他の関係法に定められた、その機関に関連する犯罪を捜

査する権限を有する。 

 
第 82 条（新）検察庁の権限と義務 

検察庁は、法律で定められた犯罪について捜査する権限と義務を有する。 

 
第 83 条（新）管轄権 

捜査機関は、責任を負う場所で発生した、又は犯人がその場所にいる刑事事件を捜査す

る権限と義務を有する。 
②郡捜査機関は、その郡又は市で発生した刑事事件を捜査する権限と義務を有する。 
③県捜査機関は、その県又は首都で発生した事件を捜査する権限と義務を有する。 
④中央捜査機関は、他の規定に定められた犯罪を捜査する権限と義務を有する。 
⑤軍捜査機関については、軍施設、キャンプ、軍部局、作業場、工場、軍制限地域で発

生した軍事上のあらゆる犯罪を捜査する。 

 
第 2 節 

捜査開始 

 
第 84 条（新）捜査開始 

個人が犯罪を行ったことを証明する確実な証拠がある場合、捜査機関の長又は検察庁の

長は、この法律 91 条の定めるとおり、捜査開始命令を発付しなければならない。 
②個人が数罪（牽連犯）として弾劾される場合、命令は、それぞれの罪に対する被疑事

実と共に刑法その他の刑罰法令に定めた条文を記載しなければならない。 
③捜査開始命令の写し及び捜査機関の長が命令を発付したのに基づいた事実の要約

（書）は、命令発付後 24 時間以内に、同級の検察庁の長に送らなければならない。検

察庁の長は、命令の写しの受領後 48 時間以内に、命令の発付について同意し、あるい

は不同意とし、捜査機関の長に知らせ、（捜査機関の長が）直ちに実行しなければなら

ない。 
④検察庁の長において、ほかの者も犯罪に関わっていることを認めたものの、それらの

者について、まだ捜査開始命令が発せられていない場合、検察庁の長は、捜査機関の長

に対し、それらの者に対する捜査開始命令の発付を提案しなければならない。 

 



第 85 条（新）捜査開始命令の変更ないし追加 
捜査期間中、被疑者（プートゥクハー）に対する捜査開始命令に記載された被疑事実が、

その被疑者が犯した罪として正しくないと認められた場合、または、まだ捜査開始命令

に記載されていないほかの犯罪が認められた場合、捜査機関の長、検察庁の長は、捜査

開始命令の変更、追加をしなければならない。 
②当該捜査開始命令発付後 24 時間以内に、捜査機関は、関係検察庁の長が検討し、同

意・不同意をするため、捜査開始命令を変更又は追加する根拠となる書類とともに、当

該命令を送らなければならず、その後、24 時間以内に捜査機関の長に（再度）送られ

る。 

 
第 3 節 

捜査に関する一般原則 

 
第 86 条（改正/旧 36 条）捜査開始に至る原因 

刑事事件の捜査開始に至る原因は、以下のとおりである。 
1. 個人又は組織から犯罪に関する告訴又は通報がある 
2. 犯人が自首する 
3. 捜査機関又は検察庁による犯罪の痕跡の発見 
②裁判所の事件検討(コンクワ・ピッチャラナー)において、新たな犯罪の証拠が見つか

った場合、（裁判所は）検察庁に事件捜査を開始するよう要請する権限を有する。 

 
第 87 条 （新）告訴または通報 

刑事犯罪に関する告訴又は通報は、口頭又は書面で、捜査機関又は検察庁に提出又は通

知することができ、（捜査機関又は検察庁は）受理し、この法律の定める期間内に検討

しなければならない。組織からの告訴又は通報は、書面でなければならない。 
②告訴又は通報が口頭で行われた場合、告訴又は通報を受理した捜査官は、告訴又は通

報した者の身上に関する情報を記録し、身分証明書及び告訴又は通報の内容の写し、捜

査官と告訴又は通報した者が署名する。その記録は 2 部作成し、１部は告訴又は通報し

た者に渡し、１部は事件ファイルに保管しなければならない。 
③告訴又は通報を受けた捜査官は、その告訴又は通報が真実でなく虚偽の場合の法律上

の責任について、個人又は組織に通知しなければならない。 

 
第 88 条 （新）自首 

自首とは、個人が、捜査機関又は検察庁に対して、自らの（犯罪）行為に関して申告す

るために自主的に出頭することである。 
②自首を受けた捜査官は、自首をした者の身上及び供述を記録しなければならない。事

件を取り扱う権限のない他の機関に対して自首が行われた場合、その機関は、直ちに関

係捜査機関または検察庁にその者を送らなければならない。 

 
第 89 条 （新）犯罪の痕跡の発見 



犯罪の痕跡を発見した捜査機関の長、捜査官、検察庁の長又は検察官（検察職員）は、

発見した状況について記録しなければならないとともに、捜査開始の基礎となるように

情報を収集しなければならない。 

 
第 90 条 （新）告訴または通報の検討期間の規定 

捜査機関、検察庁は、告訴ないし通報を受けた日から 5 日以内にその告訴ないし通報を

検討しなければならない。複雑困難な場合でも、10 日以内に以下のいずれかの意見を

出さなければならない。 
1. 捜査開始命令の発付 
2. 捜査不開始命令の発付 
3. 告訴または通報を権限と義務のある機関に送り、検討させる 
②その告訴又は通報の検討において、捜査開始命令の発付又は不発付の前に、担当官は、

情報証拠を請求したり、必要な説明を聞いたりすることができる。 

 
第 91 条 （改正/旧 37 条）捜査開始命令 

犯罪に関する確実な情報がある場合、捜査機関の長、検察庁の長は、権限と義務の範囲

内で、捜査開始命令を出さなければならない。その捜査開始命令には、発付の日時、場

所、発付者の氏名、官職、捜査開始に至る原因と基礎、犯罪の場所、刑法の該当条項を

記載しなければならない。 
②捜査機関の長が捜査開始命令の発付者となる場合、直ちに検察庁の長に報告しなけれ

ばならない。そして、捜査官を任命し、捜査を行わせる。検察庁の長が捜査を開始する

場合は、検察官を任命するか、捜査開始命令を捜査機関の長に送り、捜査機関の長に捜

査官を任命させ、捜査を行わせる。 
③捜査開始には以下の二つがある。 
1. 犯罪の痕跡が発見されたものの、まだ誰が犯人か知ることができない場合、犯罪の

状況に対する（捜査開始命令） 
2. 罪を犯した者に対する（捜査開始命令） 
④軽犯罪（ラフトート）または法律が 3 年以下の自由刑を規定している Major Offense
（トーサーヌトート）であって、十分な証拠がある場合、捜査機関の長は、捜査を開始

することなく、事件ファイルをまとめ、証拠（押収物）及び被疑者（プートゥクハー）

とともに検察庁に送ることができる。 
⑤捜査機関の長または検察庁の長は、命令が実際の行為に合致していない、あるいは、

まだ入っていない内容がある場合、既に発付された捜査開始命令の変更ないし追加をし

なければならない。 
⑥捜査機関が捜査開始命令を変更又は追加した場合、変更又は追加してから 24 時間以

内に、その命令を検察庁の長に報告しなければならない。 
⑦検察庁の長が、捜査機関の捜査開始命令を変更又は追加した場合、変更又は追加して

から 24 時間以内に、その命令を捜査機関に送らなければならない。 



⑧検察庁の長が捜査開始命令を変更又は追加した場合、変更又は追加してから 24 時間

以内に、その命令を上級庁に報告しなければならない。 

 
第 92 条（新）捜査不開始原因 

捜査開始不開始となる原因は以下のとおり 
1. 十分な情報証拠がない 
2. この法律第 6 条が定める原因の一つがある 

 
第 93 条（改正）捜査不開始命令 

この法律 92 条に定める原因の一つに該当する場合、捜査機関の長、検察庁の長は、捜

査不開始命令を発付しなければならず、また、告訴または通報をした個人又は組織に当

該命令を告知しなければならない。 
②当事者は、当該告知を受理した日から 7 日以内に、捜査機関の長の捜査不開始命令に

ついては、同級の検察庁の長に上訴する権利を、検察庁の長の捜査不開始命令について

は、上級の検察庁の長に上訴する権利を有する。検察庁の長は、捜査不開始命令に対す

る上訴を 5日以内に検討しなければならない。 

 
第 94 条（改正）捜査開始のモニタリングと検証 

検察庁の長は、捜査開始における法律の遵守を監督監査する権限と義務を有する。 
②捜査機関の長が法律に従った十分な情報がなく捜査開始命令を発付した場合、検察庁

の長は、捜査機関の長の捜査開始命令を取り消す命令を発付した上、事件を却下（終了）

する命令を発付しなければならない。 
③捜査機関の長が十分な根拠なく捜査不開始命令を発付した場合、検察庁の長は、捜査

不開始命令を取り消す命令を発付した上、自ら捜査開始命令を発付しなければならない。 

 
第 95 条（改正）捜査官の活動 

犯罪に関する信用性のある告訴又は通報を受理した場合、自首、又は犯罪の痕跡を発見

した場合、捜査機関の捜査官は、24時間以内に検察庁に報告しなければならない。 
②緊急に捜査を行う必要がある場合、捜査機関の長は、捜査開始命令を発付し、発付後

24 時間以内に検察庁の長に報告しなければならない。 
③捜査機関が捜査開始命令を受け取ったときは、捜査を実施し、この法律が定める捜査

手段及び強制手段を使用しなければならない。 

 
第 96 条（新）捜査の行われる場所 

捜査は、犯罪が行われた場所で行われる。 
②犯罪発生場所が明確にできない場合、被疑者（プートゥクハー）の目撃された場所、

居所、又は逮捕現場で行う。 



③捜査官が、管轄外で犯罪を発見した場合、必要かつ緊急に初期証拠を収集するため、

捜査開始命令を発付し、その後、捜査権限と義務のある捜査機関に送らなければならな

い。 

 
第 97 条（新）多数の場所で発生した犯罪 

犯人が複数の地区、県で犯罪を行った場合、最後に犯罪が行われた場所が（訴訟）手続

場所となる。 
②複数の犯罪行為、又は複数の罪がある場合、最も重大な犯罪が行われた場所が（訴訟）

手続場所となる。 
 
第 98 条（新）捜査を遂行（担当）する捜査官又は検察官の任命 

刑事訴訟手続において、捜査機関の長又は検察庁の長は、捜査を遂行するため、1 名又

は数名の捜査官、あるいは、検察官を任命する権限を有する。 

 
第 99 条（新）捜査嘱託 

管轄外で証拠収集の必要がある場合、捜査機関の長は、関係場所を管轄する捜査機関に

対し、証拠収集を嘱託する権限を有する。 
②捜査嘱託事項書は、捜査機関の捜査を可能にするため、書面で、犯罪状況の概要を特

定し、各要望項目の詳細を明らかにして、行わなければならない。 
③嘱託事項書を受領した捜査機関は、実施し、定められた期間内に嘱託した捜査機関に

送付しなければならない。 

 
第 100 条（新）捜査の記録 

捜査において、捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、正確な記録をしなけれ

ばならない。 
②捜査記録は以下のとおり 
1. 捜査の年月日、場所、捜査開始時間及び終了時間 
2. 捜査官及び記録者の氏名、役職、職務、勤務場所（複数いる場合は、各人の氏名、

役職、職務、勤務場所） 
3. 各参加者各人の氏名、年齢、国籍、職業、住所。被疑者（プートゥクソンサイ・プ

ートゥクハー）、被告人、民事原告、民事責任者の場合は、各人の身上書 
4. 被疑事実 
5. 捜査内容（証言・供述、対質の結果、検証（ガーンサンナスット）、再現、識別と

確認、捜索、差押え、保全） 
6. 写真、図画、音声録音、指紋、足跡、血液、その他の物 
③捜査記録作成後、（当事者）自身で読ませるか、読み聞かせる。そして、意見を求め、

署名捺印させなければならない。 
④捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、記録の追加、削除、変更をすること

はできない。 



⑤捜査記録について削除、追加をした場合、確認の署名をし、被疑者にも削除または追

加した行の前に捺印させなければならない。 
⑥捜査記録が 1 ページを超える場合、捜査対象者は、各ページに署名捺印しなければな

らない。 
⑦捜査記録に署名捺印することを拒んだ場合、その記録の最後にその旨記載し、署名し

なければならない。 
⑧捜査記録は写しを 3 部作成し、1部は事件ファイルに保管し、1部は担当捜査官に、1
部は供述をした者に渡す。 

 
第 101 条（新）捜査の秘密保持 

捜査の秘密を保持する必要がある場合、捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、

事件手続参加者に対し、かかる秘密を漏らしてはならないことを先に告知しなければな

らない。この告知は記録されなければならない。違反した者は、刑事責任を問われる。 

 
第 102 条（新）刑事手続参加者からの要請の検討 

事件手続参加者が、証拠の証明、再現、損害賠償のための財産の差押え、保全等の問題

に関して要請を出した場合、捜査機関の長、検察庁の長は、当該要請について、受領後

7 日以内に検討し、要請をした者に対して、結果を書面で告知しなければならない。 
②捜査機関の長又は検察庁の長が、要請に同意しない、または 7 日以内に検討しない場

合、要請をしたものは、同級の検察庁の長又は（検討結果を決定したのが検察庁の長の

場合）上級の検察庁の長に抗告する権利を有する。かかる抗告は、決定を聞いてから 7
日以内に行わなければならない。抗告先の検察庁の長の決定は最終決定となる。 
③抗告を受理した検察庁の長は、受理後 15 日以内に検討しなければならない。 

 
第 103 条（新）捜査手続期間における損害賠償請求 

被害者又は代理人は、捜査期間中、犯罪（被害）に対する損害賠償を求める権利を有す

る。そのような請求を行う者が、その権利（の存在）を知らない場合、捜査機関の長、

捜査官、検察庁の長、検察官は説明をしなければならない。 
②損害賠償請求は、口頭または書面で行うことができる。 
③口頭でなされた場合、捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、詳細かつ十分

な請求の記録を作成しなければならない。損害賠償請求の記録は事件ファイルに保管さ

れなければならない。 

 
第 104 条（新）民事責任者（となる者の検討） 

損害賠償請求がある場合、捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、民事責任を

負う個人又は組織を検討しなければならない。 
②被疑者が被雇用者又は（責任？）能力がないものである場合、彼らを雇用している個

人、組織、又は監督者は民事責任を負う。 

 



第 105 条（新）捜査における通訳人の参加 
捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官がその言語に通じている場合でも、必要が

ある場合、当該外国語に通じた者を通訳に任命しなければならない。 
②担当捜査官は、通訳人の権利と義務、責任を告知しなければならず、かつ、その旨記

録し、関係者が確認の署名をしなければならない。 

 
第 106 条（新）通訳人、専門家、熟練者になることができない者 

通訳人、専門家、熟練者に任命されることができない者は以下のとおり： 
1. 被害者、民事原告、民事責任者、又は民事原告、被疑者の親族 
2. 事件の証人、保護者、被害者・民事原告・民事責任者の代理人、捜査機関の長、捜

査官、検察庁の長、検察官 
3. 事件に利害関係がある者またはその親族 

 
第 107 条（新）損害賠償の担保 

被害者又はその代理人による請求にかかる損害賠償の支払いを確実にする（担保する）

ため、捜査機関の長又は検察庁の長は、この法律 128 条の定めに従い、被疑者又は民事

責任者の財産の差押(yud)または保全(aryad)命令の発付を検討しなければならない。 
②犯罪が、国家機関、ラオス建国戦線、大衆又は社会組織に損害を及ぼした場合、捜査

機関の長又は検察庁の長は、義務として、この法律 128 条の定めに従い、被疑者又は民

事責任者の財産の差押又は保全命令を発付しなければならない。 
③損害賠償支払いを担保するための財産の差押又は保全は、発生した損害額の範囲内で

なければならない。 

 
第 108 条（改正）財産、物品の差押、保全 

犯罪に関連する財産、物品の種類、量、保管場所が判明しており、事件手続に有益であ

る場合、捜査機関の長又は検察庁の長は、当該財産、物品の差押又は保全命令を発付し

なければならない。 
②差押又は保全財産、物品に損害が生じかねない場合、捜査機関の長、検察庁の長は、

解決するための委員会を設置しなければならない。 
③差押、保全された財産、物品が被害者の適法な資産であることを証明する証拠がある

場合、それらの者に対して返還しなければならない。 

 
第 109 条（新）捜査手続の併合と分離 

一人の被疑者がある行為で複数の罪を犯した、又は複数の被疑者が共同の行為で一つの

罪又は複数の罪を犯した場合は、その犯罪を隠避した者を含めてひとつの事件として同

時に捜査される。 
②捜査手続は、以下の必要がある場合、分離することができる： 
1. 捜査が、期間内に完全に終えられないとき 
2. 捜査が、事件の真実に影響を及ぼさないとき 



3. 18 歳未満の子供が、成人とともに犯罪を行ったとき 
③捜査の併合又は分離において、捜査機関の長は、合意書を発付し、24 時間以内に同

級の検察庁の長に通知しなければならない。 

 
第 110 条（改正）捜査期間 

捜査官は、捜査を行い、要約し、証拠品を伴う事件ファイルを作成し、捜査開始命令発

付から、Major offense（トーサーヌトート）については 2 か月以内に、重大な犯罪（カ

ルトート）については 3か月以内に検察に送らなければならない。 
②捜査を継続する必要がある場合、検察の長は、捜査機関の長又は検察官（検察職員）

の請求により、Major offense については 1回につき 2 か月、全体で 6 か月を超えない範

囲で、重大な犯罪については、1 回につき 3 か月、全体で 1 年を超えない範囲で延長す

ることができる。延長請求は、捜査期間満了の 15 日前になされなければならない。 
③追加捜査のために事件ファイルが捜査機関に返却された場合、捜査期間は事件ファイ

ル受領の日から 2 か月を超えないものとする。 
④中止又は却下された事件を再捜査する場合、その捜査は、捜査再開命令が発付された

日から本条 1 項及び 2 項に定める期間行われるものとする。 
⑤延長請求の許可又は不許可については、検察庁の長は、請求を受領したときから 48
時間以内に、理由を記載した書面で命令を発するものとする。 

 
第 111 条（改正）(仮)勾留（ガッカンパーン）期間の規定 

捜査のための仮勾留の期間は、仮勾留命令発付の日から、Major offense については、2
か月以内、重大な犯罪については 3か月以内とする。 
②捜査を継続する必要がある場合、検察庁の長は、捜査機関の長又は検察官（検察職員）

の請求により、Major offense については 1回につき 2 か月、全体で 6 か月を超えない範

囲で、重大な犯罪については 1 回につき 3 か月、全体で 1 年を超えない範囲で、仮勾留

の期間を延長することができる。延長請求は、仮勾留期間満了の 15 日前に行わなけれ

ばならない。 
③仮勾留期間が満了したものの、捜査をまとめて事件ファイルを作成し検察庁に送致す

るための十分な証拠がない場合、捜査機関の長は、検察庁の長に報告し、被疑者釈放命

令を請求しなければならず、さらに、被疑者の所持品を以前のとおりに適切に返却し、

確実な受領記録を作成する。 

 
第 112 条（新）犯罪の原因又は条件を取り除く手段 

捜査期間中、犯罪を引き起こした原因又は条件が判明した場合、捜査機関の長、検察庁

の長は、関係国家機関、ラオス建国戦線、大衆組織、社会組織、企業、又は個人がそれ

らを取り除くため、何らかの手段を提案しなければならない。 
②かかる除去手段を適用する関係個人及び組織は、提案受領後、30 日以内に、捜査機

関の長又は検察庁の長に知らせなければならない。 
 

第 6 章 



捜査の方法と強制手段 
 

第 1 節 
事情聴取 

 
第 113 条（新）召喚状 

捜査機関の長及び検察庁の長は、出頭させるために、拘束されていない被疑者（プート

ゥクハー）及び被疑者（プートゥクソンサイ）に対する召喚状を発する。 
②捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、出頭させるために、被害者、民事原

告、民事責任者、証人に対する召喚状を発する。 
③召喚状には、被召喚者の氏名、年齢、国籍、職業、住所、召喚の理由、出頭する日時、

場所、及び、召喚状に従って出頭しなかった場合の責任を記載しなければならない。 

 
第 114 条（新）召喚の規定 

召喚状は、2 部作成し、1 部は被疑者の出頭のため、被疑者（プートゥクハー）に、も

う 1 部は、事件ファイルに保管しなければならない。被疑者又は代わりに召喚状を受領

した者は、受領日時を明らかにして受領確認のサインをし、関係捜査官に送り返さなけ

ればならない。召喚状には、被疑者の氏名、住所、被疑事実、出頭する場所、日時、担

当官の氏名、召喚状に従わない場合の法的責任を記載しなければならない。 
②被疑者が不在の場合、召喚状は、被疑者に送達するために、その者の住居の所在する

村行政機関（Village authorities）、又は勤務している事務所（サムナックガーン）、組

織、作業場、工場に渡さなければならない。 
③召喚された被疑者が 18 歳未満の場合、召喚状は、被疑者の両親、代理人その他の保

護者に渡さなければならない。 
④召喚状は、指定日の 3日前に、被疑者が地方に居住している場合、5 日前に、被疑者

に送らなければならない。 
⑤事務所、機関、組織、作業場、工場は、被疑者が、召喚状に従い関係機関に出頭する

ことを許可しなければならない。 
⑥召喚状を 3 回受け取りながら正当な理由なく出頭しない場合、捜査機関の長又は検察

庁の長は、この法律 137条の規定に従い、その者を連行する命令を発する権限を有する。 
⑦訴訟手続における他の参加者への召喚状については、被疑者に対するのと同じ方法で

行う。 

 
第 115 条（改正/旧 43 条）取調べ・事情聴取 

取調べ・事情聴取の前に、供述する者は、この法律 67、68、69 及び 70 条に定められた

権利と義務を告げられなければならない。 
②証言は、捜査機関又は検察庁の事務所で聴取されなければならないが、必要がある場

合、ほかの適切な場所で聴取することもできる。 
③取調べ・事情聴取時は、捜査官または検察官に加えて、記録のためにほかの職員も立

ち会わなければならない。  



④証言は、この法律 100条に定めるとおり記録されなければならない。 

 
第 116 条（改正）被疑者（プートゥクハー）取調べ（聴取） 

捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、捜査開始命令発付後、直ちに被疑者（プ

ートゥクハー）の供述を聴取しなければならない。直ちに供述を聴取できない場合、そ

の理由を記録しなければならない。 
②被疑者の供述の聴取の前に、被疑事実、この法律 65 条で定められた権利義務を告知

しなければならない。通訳人その他の保護者がいる場合、それらの者に対しても、この

法律 71 条、74 条に定める権利義務を告知しなければならない。 
③被疑者が複数いる場合、それぞれ聴取し、証言を記録しなければならない。被疑者は、

自ら供述書を作成することもできる。 
④各取調べは、4 時間を超えてはならない。 
⑤必要がある場合又は緊急の場合を除き、夜間に証言を聴取することは許されない。必

要がある場合または緊急の場合は、証言記録にその理由を明記しなければならない。 
⑥虚偽、強制、脅迫、暴行、拷問による取調べは許されない。違反した場合、法令に従

い、刑事手続が取られ、生じた損害への補償をしなければならない。 
⑦被疑者の証言聴取は、この法律 100 条に従い記録しなければならない。 

 
第 117 条（改正）18 歳未満の子供、聴覚、視覚、言語障害者、知的・精神障害者からの事情

聴取 
18 歳未満の子供、自身で権利を行使することが困難な聴覚、視覚、言語障害者、知的・

精神障害者から証言を聴取する場合、法律に従い、両親、後見人、教師、弁護士その他

の保護者の参加が必要であり、この法律 100 条に従い記録しなければならない。 

 
第 118 条（改正）証人からの事情聴取 

証人からの事情聴取は、この法律 115 条に従い行わなければならない。 
②複数の証人からの事情聴取は、各人個別に行わなければならず、お互いに話し合うこ

とは許されない。 
③18 歳未満の子供、聴覚、視覚、言語障害者、知的・精神障害者の証言を聴取する場

合、法律に従い、両親、後見人、教師、弁護士その他の保護者の参加を求めなければな

らない。 

 
第 119 条（改正）対質 

証言が食い違う場合、捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、同時に質問をす

る権限を有する。ただし、同時に二人を超えて聴取することはできない。 
②同時に聴取する前に、参加者に対して、証言拒否又は虚偽の証言に対する責任を告知

しなければならない。権利義務を告知されたことは、対質証言記録に記録しなければな

らない。 



③対質開始前に、相互の関係を尋ね、かつ、明確にすることが求められている事項を告

知しなければならない。 
④証言聴取後、更に各人それぞれに質問することができ、この法律 100 条の規定が定め

る記録に記録しなければならない。 

 
第 120 条（改正）識別及び確認 

識別（面割り）とは、証人又は被害者が、被疑者が目撃した犯人であると証言する捜査

手段である。 
②確認とは、証人又は被害者が、（証拠）物が犯罪に関するものである、あるいは目撃

した死体であると確認証言する捜査手段である。 
③必要がある場合、捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、証人、被害者又は

被疑者（プートゥクソンサイ、プートゥクハー）に、個人を識別させ、物、死体を確認

させなければならない。 
④識別又は確認前に、個人を識別し、物又は死体の確認を行う者は、遭遇した、又は目

撃した状況について証言し、個人、物、死体の痕跡、構図、特徴を述べなければならな

い。 
⑤識別を行う場合、識別される個人は、少なくとも 3 人の外見の似た個人とともに並び、

かつ、識別を行う者については秘密とし、その安全を確保して行わなければならない。 
⑥物の確認を行う場合、少なくとも３つの特徴の似た、同じタイプのものと一緒に並べ

た上で、確認を行わなければならない。 
⑦識別及び確認は、この法律 100 条の規定に従い記録しなければならない。 

 
第 2 節 

財産の捜索差押保全 
 

第 121 条（改正）捜索 
捜索は、検察庁の長又は裁判所の命令状があるときに限り行うことができる。ただし、

現行犯又は緊急の場合を除く。この場合、捜索完了後 24 時間以内に検察庁の長に報告

しなければならない。 
②捜索令状は署名された日から効果を有し、24時間以内に実施されなければならない。 
③捜査開始前後、捜索に参加する者は、その場所、車両の所有者又は捜索を受ける個人

に対し、誠実に振る舞わなければならない。 

 
第 122 条（新）捜索に至る原因 

建造物、車両、個人の捜索を行う原因は以下のとおり 
1. 当該場所、車両又は個人が違法な、又は犯人から取得した物、あるいは、その他犯

罪に関する書類を有していると疑う確実な情報がある場合 
2. 犯罪に関する書面又は物的証拠を収集する必要がある場合 
②場所及び車両の捜索は、犯人を発見するためにも行うことができる。 

 
第 123 条（改正/旧 52 条）建造物（khehasatan）の捜索 



建造物とは、家屋及び敷地内の物、家族が恒常的に使用する船、はしけ（浮き台/いか

だ）、事務所、ゲストハウス、ホテル、工場その他の建造物をいう。 
②建造物の捜索は、村行政機関（Village authorities）、家屋の所有者及び少なくとも証

人 2 人の立ち会いで行わなければならない。事務所、組織、会社の捜索の場合、その代

表者（代理人）の立会いが必要である。 
③（寺院の）僧房、金堂（仏殿）、教会、堂（Hall）、宗教的場所に所在するその他の

ものなど、宗教的場所の捜索の場合、寺の住職、司祭の長、担当者又は関係宗教組織の

代表者（代理人）の立会いが必要である。 
④建造物又は宗教的場所の捜索は、午前 6 時から午後 6 時までの間に行わなければなら

ない。捜索を開始したものの、午後 6 時までに終了しない場合、終了まで継続すること

ができる。捜索をする場合、担当捜査官は、捜索が終了するまで、個人がその場所から

出ること、その場所へ立ち入ること、内部と外部とで連絡を取ることを禁止する権限を

有する。 
⑤物品、書類は、犯罪又は不法行為に関係ある場合に限り差し押さえることができる。 

 
第 124 条（改正/旧 53 条）車両及び個人の捜索 

違法なものを隠している、又は犯人が隠れている疑いのある車、船その他の車両の捜索

は、いつでも行うことができるが、当該車両の所有者の立ち会いがなければならない。 
②逮捕されている者、勾留されている者、違法なものを隠していると疑われる者の捜索

は、検察庁の長又は裁判所の命令なく行うことができる。 
③女性に対する捜索を行う捜査官は、同性でなければならず、隠れ場で行わなければな

らない。 

 
第 125 条（改正/旧 54 条）捜索の記録 

建造物、車両、又は個人を捜索した場合、捜索をした捜査官は、捜索の記録を作成し、

その場で詳細に、形、量、質について記載した押収物（コンカーン）のリストを作成し

なければならない。 
②建造物の捜索記録は 3部作成し、参加者のいる場で読み上げ、証拠として、参加者が

署名し、拇印を押さなければならない。1 部は事件ファイルに保管し、1 部は建造物の

所有者又は事務所、組織、会社の代表に渡し、1 部を村行政機関（Village authorities）に

渡さなければならない。 
③車両及び個人の捜索記録は、同様の方法で 3部作成し、1 部は事件ファイルに保管し、

1 部は、車両の所有者又は捜索された個人に渡し、1 部は訴追に責任を有する（実施担

当）捜査官に渡さなければならない。 
④捜索は、この法律 100条の規定に従い記録しなければならない。 

 
第 126 条（新）捜索の際の物、書類の差押 



建造物、職場、車両及び個人において、捜査官は、事件の証拠又は押収物となる物品ま

たは書類を差し押さえる権限を有する。差押した財物又は書類の保管は、この法律 30
条の規定に従い行わなければならない。 
②捜索における物又は書類の差押は、記録しなければならない。その記録は、日時、捜

索の場所、捜索に参加した者の氏名、役職、差し押さえた物の目録を記載しなければな

らない。記録した後、参加者に読み上げ、参加者に署名、拇印を押捺させなければなら

ない。 
③物又は書類の差押は、この法律 100 条の規定に従い記録しなければならない。 

 
第 127 条（新）郵便、小包、FAX の差押 

郵便、小包、FAX が犯罪に関わると疑われる場合、捜査機関の長又は検察庁の長は、

必要または緊急な場合を除き、差押命令を発付しなければならない。必要又は緊急な場

合、かかる差押後、記録を作成し、24 時間以内に検察庁の長に報告しなければならな

い。 
②かかる差押前に、差押命令を実施する捜査官は、郵便局責任者に告知し、手続に協力

させ、立ち会わせなければならない。 
③差押の記録は、郵便局の責任者が署名し、この法律 100 条の規定に従い作成しなけれ

ばならない。 

 
第 128 条（新）刑事手続に有益な財産の保全 

捜査において、捜査機関の長は、損害賠償、罰金、裁判手数料のため、又は国家財産に

没収するために、事件に関連する財産の差押又は保全命令を発付する権限を有する。 
②差押財産又は保全財産は、関係機関、又は財産の所有者が管理者として保管し、その

財産に対する責任を持つ。売買し、担保に供し（質入れ）、移動し、隠し、横領し、あ

るいは損傷させたなど違反した場合は、管理者は、法律に従った責任を負う。 
③差押及び保全は、財産の所有者、又はその家族、村行政機関（Village authorities）、

関係組織の代表者及び 2以上の証人の立ち会いのもと、行わなければならない。 
④財産の差押又は保全は記録し、この記録には、差押又は保全を行った捜査官の氏名、

職責、各参加者の氏名、年齢、国籍、職業、差押又は保全財産の種類と量、更に（処分

などの）禁止事項を記載しなければならない。 
⑤差押又は保全の記録は 3 部作成し、1 部は差押又は保全財産の所有者に、1 部は差押

又は保全財産のある村行政機関に、1 部は事件ファイルに保管しなければならない。  
⑥財産の差押又は保全は、この法律 100 条の規定に従い記録しなければならない。 

 
第 3 節 

現場検証、検視、 
 

第 129 条（改正/旧 47 条）現場検証 



犯罪の状況を明らかにする狙いとして、犯罪の証跡及び物的証拠等の証拠を探すため、

捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、現場を検証し、証拠物、書類その他犯

罪に関連する物を収集しなければならない。 
②事件現場の検証は、捜査開始の前後に行うことができる。 
③事件現場の検証は、必要なとき、又は緊急時を除き、午前 6 時から午後 6 時までの間

に行わなければならない。午後 6 時までに検証作業が終了しない場合、終了まで継続す

ることができる。 
④事件現場の検証の際は、2人以上の証人を立ち会わせなければならない。必要な場合、

モニタリングのために検察官、及び村行政機関（village authorities）の代表者に立ち会

いを求めなければならない。 
⑤捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、事件現場の検証に、被疑者（プート

ゥクソンサイ、プートゥクハー）を同行させ、被害者、証人、関係専門家及び熟練者を

召喚・招聘して立ち会わせる権限を有する。 
⑥事件現場の検証において、捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、事件の場

所の見取図を書き、犯罪に関連する証拠物を収集し、痕跡を収集し、写真を撮影しなけ

ればならない。 

 
第 130 条（新）身体検査 

捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、事件に対して重要性を有する、犯罪の

痕跡、その他の痕跡を探すために、拘束、逮捕、勾留されている者、被害者、証人の身

体を検査しなければならない。 
②身体検査を行う者は、被検査者と同性でなければならず、少なくとも 2人の同性の証

人がいなければならない。必要な場合、医師が立ち会うこともできる。 
③被検査者の、名誉、健康を害することは許されない。 

 
第 131 条（改正/旧 48 条）検視/検死 

死因が不明な死体は、検視しなければならない。 
②捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、事件発生現場で、二人以上の証人、

検視官、専門家又は熟練者立ち会いのもと、死体を検視しなければならない。必要な場

合、村行政機関（Village authorities）の代表者の立ち会いを求めることができる。 
③検査のための解剖又は埋葬された死体の検視は、捜査機関の長又は検察庁の長の命令、

検死官（法医学者）の立ち会いがなければならず、家族親族への告知報告をしなければ

ならない。必要な場合、専門家又は熟練者及び証人に立ち会いを求めなければならない。 
④検視は、立ち会い、及び monitoring/inspection のために、検察庁の長に知らせなけれ

ばならない。 

 
第 132 条（改正）検証の記録 

現場検証、検視において、捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、直ちに（そ

の場で）記録を作成しなければならない。この記録には、場所、日にち、開始・終了時



刻、捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官、参加者の氏名、住所、職業、職責、

見分した状況、発生した出来事、差し押さえた物（種類、量、外形、大きさ、重量そし

て質）を記載しなければならない。 
②記録及び図表を作成後、関係者に読み上げ、関係者は、署名し、拇印を押捺しなけれ

ばならない。 
③現場検証又は検視は、この法律 100 条の規定に従い記録しなければならない。 

 
第 133 条（改正/旧 50 条）専門家、熟練者の選任 

死因が不明な場合、強姦、被疑者（プートゥクハー）の年齢や責任能力に疑問がある場

合など鑑定の必要がある場合、捜査機関の長、または、検察庁の長は、鑑定をさせる検

死官（法医学者）、専門家、熟練者を選任する命令を発付しなければならない。 
②かかる命令には、検死官（法医学者）、専門家、熟練者の氏名、鑑定を必要とする事

項、鑑定期間、専門家、熟練者の権利義務を記載しなければならない。 
③捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、かかる命令を被疑者（プートゥクハ

ー）、被害者、民事原告、民事責任者に告知しなければならない。かかる者は、選任命

令を告知された日から 7日以内に、専門家、熟練者の選任に異議を申し立てる権利を有

する。 
④鑑定終了後、専門家、熟練者は、鑑定書を作成し、鑑定期間内に、捜査機関の長、捜

査官、検察庁の長、検察官に送らなければならない。 
⑤鑑定は、一人又は複数の専門家、熟練者により、又は複数回にわたり行うことができ

る。再鑑定は、前の鑑定より多い人数の専門家、熟練者で行わなければならない。 

 
第 134 条（改正/旧 57 条）再現 

情報の正確性の検証、確認のため、捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官は、被

疑者、被告人に再度行為を示させることにより、情報の再評価をすることができる。再

現は、写真を撮影し、計測し、図を作成しなければならない。 
②再現は、二人以上の立ち会いが必要であり、被害者も立ち会わせることができる。必

要な場合、検察庁の長及び専門家、熟練者も立ち会うことができる。 
③再現は、生命、健康、環境、名誉侵害に関する危険がない場合に限り行うことができ

る。 
④再現は、この法律 100条の規定に従い記録しなければならない。 

 
第 4 節 

強制手段 
 

第 135 条（新）強制手段を使用するに至る基礎 
犯罪を止めるため、または、被疑者（プートゥクハー）、被告人が、捜査、起訴、審理

判決に困難をもたらす確実な根拠がある場合、及び、判決執行を確実にするため、捜査

機関、検察庁及び裁判所は、この法律 136 条に定める強制手段を用いる権限を有する。 

 



第 136 条 強制手段の種類 
強制手段の種類は以下のとおり。 
・連行 
・拘束（ガックトゥア） 
・逮捕 
・（仮）勾留（ガッカンパーン） 
・保釈 
・（在宅）軟禁 
・職責の停止 

 
第 137 条（改正）連行 

勾留（ガッカンパーン）されていない被疑者（プートゥクソンサイ、プートゥクハー）、

証人、民事原告、民事責任者が 3 回召喚状を受け取ったにもかかわらず、十分な理由な

く出頭しない場合、捜査機関の長、検察庁の長又は裁判所は、連行命令を発付する。 
②連行命令は、被疑者（プートゥクソンサイ、プートゥクハー）が逃走しようとした場

合、又は定まった住所がない場合を除き、午前 6時から午後 6 時までの間に限り執行で

きる。 
③かかる命令の執行は、警察又は軍事関係犯罪の場合軍の権限義務である。連行する前

に、まず対象者に命令を読み上げなければならない。 
④妊婦または動けない病人を連行することは禁止する。ただし、医師の証明を要する。 

 
第 138 条（改正）拘束（ガックトゥワ）Detention 

被疑者（プートゥクソンサイ）から供述を聴取した際、法律で自由刑が定められた罪を

犯した確実な証拠がある場合、捜査機関の長又は検察庁の長は、捜査を行うため、48
時間拘束する命令を発することができる。但し、捜査機関の長は、24 時間以内に検察

庁の長に対して書面で報告しなければならない。 
②拘束する場合、捜査官又は検察官は、拘束命令を読み上げ、被拘束者の権利義務を告

知し、24 時間以内に、家族、職場、所属する組織、又は企業に拘束場所を伝えなけれ

ばならない。 
③拘束命令発付後の、定められた 48 時間経過後、捜査官又は検察官は、以下のいずれ

かの意見を発しなければならない。   
1. 捜査開始命令を発付する確実な証拠がない場合、捜査官は、捜査機関の長からの釈

放命令を求めなければならず、また、検察庁の長に直ちに書面で報告しなければな

らない。検察官は、検察庁の長からの釈放命令を求めなければならない。 
2. 捜査開始命令を発付する十分な証拠がある場合、捜査機関の長は、捜査開始命令を

発付しなければならない。検察官は、検察庁の長からの捜査開始命令を求めなけれ

ばならない。 
3. 捜査を行うため、（仮）勾留を継続する必要がある場合、捜査機関の長又は検察官

は、検察庁の長からの命令を求めなければならない。 



④捜査機関の長又は検察官から（仮）勾留の請求を受け取った場合、検察庁の長は、24
時間以内に、釈放か（仮）勾留の決定をしなければならない。 

 
第 139 条（改正）逮捕 

逮捕は、この法律 140 条で定める現行犯及び緊急の場合を除き、検察庁の長又は裁判所

の逮捕状により行わなければならない。 
②検察庁の長又は裁判所は、以下の要件に基づいて、逮捕状発付を検討しなければなら

ない。 
1. 捜査開始命令の有無 
2. 法律で自由刑が定められている犯罪かどうか 
3. 確実な証拠の有無 
③そのほかの条件として、被疑者（プートゥクハー）が逃走、証拠隠滅、更に罪を犯す

おそれ、被害者や証人に危害を加えるおそれの有無、あるいは、被疑者が、被害者その

他の者に危害を加えられるおそれの有無による。 
④僧侶または見習い僧を逮捕する場合、代表僧（住職）又は当該宗教機関の代表者に、

逮捕前に法衣をはく奪するために通知しなければならない。他の宗教で叙任された者の

場合、当該宗教機関の代表に逮捕の通知をしなければならない。 
⑤逮捕する場合、捜査官は、逮捕状を読み上げるとともに、被疑事実、権利義務を被逮

捕者に告知しなければならない。 
⑥被疑者（プートゥクハー）を逮捕後、捜査官又は検察官は、直ちに被逮捕者の供述を

聴取し、24時間以内に検察庁の長官に書面で報告しなければならない。 
⑦逮捕から 24 時間経過後に、捜査官又は検察官は、釈放か（仮）勾留かの意見を決め

なければならない。 
⑧釈放しなければならない場合、または、捜査のため（仮）勾留の必要がある場合、捜

査機関の長又は検察官は、検察庁の長に対して、釈放命令又は（仮）勾留命令を請求し

なければならない。 
⑨捜査機関の長又は検察官の釈放、又は（仮）勾留請求受理後、検察庁の長は、24 時

間以内に、釈放又は（仮）勾留命令発付の決定をしなければならない。 
⑩逮捕は、犯罪及び被逮捕者の特性に適した方法手段で行わなければならない。 
⑪被逮捕者を殴打又は拷問することは禁止する。 
⑫あらゆる場合において、逮捕は、24 時間以内に、家族、村行政機関（village authorities）、
勤務先、（所属する）組織、企業へ、拘束場所とともに通知しなければならない。 

 
第 140 条（改正）現行犯逮捕、緊急逮捕 

現行犯とは、以下の場合の個人の犯罪をいう： 
1. 現に犯行を行っている又は犯行を終えたばかりの個人 
2. 犯行を行って現に追跡されている個人、犯行を目撃されている個人、又は被害者が、

犯人であると特定している 
3. 犯罪発生直後に、身体、自宅、職場に犯罪の痕跡がある個人 



② 緊急逮捕 5とは、以下の場合の個人の犯罪をいう： 
1. 犯行を行った疑いのある個人が、疑わしい経歴を有する、又は住所が不明 
2. 犯行を行った疑いのある個人が、逃走しようとしている 
③現行犯逮捕及び緊急逮捕は、検察庁の長又は裁判所の命令は不要である。ただし、緊

急逮捕は捜査官のみ行うことができる。 
④捜査官ではなく、私人による逮捕の場合、直ちに捜査官に被逮捕者を引き渡さなけれ

ばならない。遠方/僻地で逮捕した場合、7 日以内に被逮捕者を捜査官に引き渡さなけれ

ばならない。 

 
第 141 条（改正）逮捕の記録 

いかなる場合も、逮捕は、証拠として使用されるよう記録しなければならない。 
②逮捕記録には、捜査官の氏名、階級、役職、職責、事務所、被逮捕者の氏名、年齢、

職業、階級、役職、職責、住所、逮捕の日時、場所、被疑事実、逮捕に至る理由、情報

証拠を記載しなければならない。 
③逮捕記録には、差押えられた物及び被逮捕者の所持品の名称、量、種類、重量、質、

特徴、特性を記録しなければならない。 
④被逮捕者の適法な所持品は、すべて元の状態で、家族に返却しなければならず、被逮

捕者立ち会いのもと、受領記録を作成しなければならない。これらのものが、完全でな

い、または元の状態でない場合、担当官は、刑法に従い刑事責任を負う。 
⑤逮捕記録作成後、参加者に読み聞かせ、署名拇印をさせなければならない。 

 
第 142 条（改正）（仮）勾留 

（仮）勾留は、裁判所の確定判決前の一時的な拘束をいう。 
②（仮）勾留は、検察庁の長又は裁判所の書面による命令が必要であり、この法律 139
条が定める要件に基づかなければならない。 
③被勾留者は、受刑者と分けて、かつ、無罪と推定されているため、適切に収容しなけ

ればならない。 
④（仮）勾留期間は、この法律 111条の規定によるものとし、刑期から差し引く。 

 
第 143 条（改正）保釈 

保釈は、裁判所の判決前に被疑者（プートゥクハー）を一時的に釈放することをいう。 
②保釈は、検察庁の長又は裁判所の書面による命令が必要である。 
③事件手続中、検察庁の長又は裁判所は、職権で、又は、被疑者、その所属組織、代理

人、配偶者、後見人、親又は近親者の請求により保釈を決定することができる。 
④保釈は、以下の要件に基づく： 
1. 法律が 3 年以下の自由刑を定めている Major Offence の場合。ただし、反省の見られ

ない再犯又は常習犯を除く。 

                                                        
5 直訳では「緊急な場合の犯罪」 



2. 被疑者又は被告人が、逃走しない、証拠を破棄しない、更なる罪を犯さない、被害

者、証人に危害を加えない、または、被疑者（プートゥクハー）が他人から危害を

加えられないという信用できる情報がある場合。 
⑤被疑者（プートゥクハー）、所属組織、その代理人、配偶者、後見人、親又は近親者

の請求による保釈の場合、事件により、保釈保証金を納めさせる。 
⑥保釈を受けた者が手続から逃走した場合、保釈保証金は、まず損害賠償に充当し、残

りは裁判所の判決に従い、国家に帰属する。保釈を受けた者が、保釈の条件に従い、義

務を正しく、完全に履行した場合、保釈保証金は、納めた者に返還する。 

 
第 144 条（改正）（在宅）軟禁 6 

（在宅）軟禁とは、被疑者（プートゥクハー）または被告人が、訴訟手続を確実にする

ために定められた場所から外出することを禁止することをいう。 
②（在宅）軟禁は、捜査機関の長、検察庁の長又は裁判所からの、被疑者又は被告人が、

特定の場所から外出することを禁止する命令が必要である。 
③捜査機関の長、検察庁の長又は裁判所は、（在宅）軟禁命令を、被疑者又は被告人が

居住する村行政機関（Village Authorities）に送達しなければならない。村行政機関は、

その命令が解除されるまで、監視監督しなければならない。 
④被疑者または被告人が、（在宅）軟禁命令に違反した場合、より厳しい手段を用いる

ことができる。 

 
第 145 条（改正）職責の停止 

職責の停止は、犯罪がその職責に関連するために、捜査を妨げることがないよう、被疑

者（プートゥクソンサイ、プートゥクハー）の職責を中止することをいう。 
②職責の停止には、検察庁の長の書面による命令が必要である。 
③職責停止命令は、職責停止を検討するために、被疑者の所属組織に送付しなければな

らない。職責を停止された者は、通常の給料を受け取る権利を有する。 
④検察庁の長は、継続する必要がないと認めたとき、職責停止命令を解除することがで

きる。 

 
第 5 節 

捜査の中止、却下、終了 
 

第 146 条（改正）捜査の中止 
捜査の中止は、以下のいずれかの事由による捜査の一時中断である。 
1. 被疑者が隠れ、逃走し、または所在不明 
2. 犯人を特定できない 
3. 被疑者が重病又は精神障害で医師の証明がある 

                                                        
6 必ずしも自宅とは限らず一定の場所 



②1 号 2 号で定められた事由による中止については、捜査期間が経過した場合のみ、行

うことができる。 
③1 号の事由による中止については、捜査を中止する命令を発する前に、捜査機関の長

は、逮捕命令を請求し、被疑者を捜索し逮捕しなければならない。 
④捜査が、3 号の事由で中止する場合、捜査機関の長又は検察の長は、被疑者（プート

ゥクハー）を治療に送る命令を発付しなければならない。 
⑤捜査中止は、捜査機関の長、又は検察庁が捜査を行っている場合は検察庁の長の命令

がなければならない。捜査機関の長の中止命令は、24 時間以内に検察庁の長に報告し

なければならない。 
⑥複数の被疑者がいるものの、捜査中止事由がすべての被疑者には該当しない場合、捜

査の中止は、当該中止事由のある被疑者のみ行われる。 
⑦被害者又は民事原告には、命令発付後平日 3 日以内に捜査中止命令を告知しなければ

ならない。それらの者は、受領後 7日以内に異議申し立てをする権利を有する。 
⑧捜査機関の長からの中止命令に対する異議申し立ては、同級の検察庁に行わなければ

ならない。検察庁の長からの中止命令に対する異議申し立ては、上級の検察庁の長に行

わなければならない。さらに、不服がある場合、7日以内に破棄を求める権利を有する。 
⑨中止された刑事事件は、告訴時効期間経過により終了（却下）する。 

 
第 147 条（改正）中止された捜査の再開 

捜査中止の原因がなくなり、公訴時効期間が満了していない場合、捜査機関の長又は検

察庁の長は、中止された捜査を再開する命令を発付しなければならない。 

 
第 148 条（改正）事件却下 

事件却下（終了）は、以下の事由により、捜査を停止することをいう： 
1. この法律 6条に定める事由がある 
2. 被疑者（プートゥクハー）が犯人であるとする十分な証拠がない 
②事件却下の場合、検察官は、直ちに被疑者を釈放する命令を出さなければならず、ま

た、被疑者が所有する押収物で、合法的なものを返還しなければならない。 
③事件却下には以下の 2種類がある： 
－法律による却下 
－証拠による却下 
④法律による却下は、本条 1 号に定める却下である 
⑤証拠による却下は、本条 2 号に定める却下である 
⑥事件却下命令は、発付後平日 3 日以内に、被害者又は関係する民事原告に告知しなけ

ればならず、それらの者は受領後 7日以内に異議を申し立てる権利を有する。 
⑦捜査機関の長の事件却下命令は、同級の検察庁の長に対して異議申し立てしなければ

ならない。検察庁の長の事件却下命令は、上級の検察庁の長に対して異議申し立てしな

ければならない。更に不服がある場合、7 日以内に破棄を求める権利を有する。 



⑧事件却下の場合、捜査摘要書は、捜査の状況、事件却下の理由根拠を明らかにしなけ

ればならない。 

 
第 149 条（改正）却下された捜査の再開 

法律による却下の場合、捜査を再開することはできない。 
②証拠による却下の場合、捜査を再開することができる。 
③却下された事件の再開は、新しい証拠があり、告訴時効期間が経過していない場合に

行うことができる。 
④却下された事件の捜査を再開する場合、検察庁の長が、却下命令を取消、捜査再開命

令を発付しなければならない。 

 
第 150 条（新）捜査の終了 

捜査は、捜査機関の長、捜査官、検察庁の長、検察官が捜査を終え、捜査摘要書をまと

めることで終了する。 
②捜査摘要書は以下の内容とする： 
－犯罪の状況 
－犯罪を確認する証拠 
－捜査に関する意見 
－行われた強制手段 
－証拠品、及び、判決執行を確実にするために用いた捜査手段、差押、保全 
－起訴に至った根拠理由とともに事件解決のための提案 
③その後、事件ファイルをまとめ、証拠品とともに、3 日以内に検察庁に送付する。事

件却下命令が発付された場合、直ちに検察庁に報告しなければならない。 

 
第 7 章 

捜査機関の法律遵守の監督・監査における検察庁の権限義務 
及び裁判所への（捜査開始命令後の）被疑者の起訴 

 
第 1 節 

捜査機関の法律遵守の監督・監査における検察庁の権限と義務 
 

第 151 条（改正）検察庁の権限と義務 
捜査機関の法律適用の監督監査において、検察庁は以下の権限と義務を有する 
1. 告訴、捜査開始、犯人の起訴、犯人が訴訟手続から逃走しないための手段の使用 
2. 捜査手続における規則遵守の監督監査 
3. 違法な拘束、逮捕、勾留を避けるための監督監査 
4. 無実の者が処罰されるのを避けるための監督監査 
5. 監査のために捜査機関に犯罪に関する事件ファイル、書類、情報等を要求すること 
6. 刑事事件捜査に参加すること、必要がある場合、自ら捜査手続を行うことができる 
7. 適法でない、又は根拠のない捜査機関の長の命令を取り消すこと 



8. 刑事事件捜査、犯人の捜査、犯罪の解釈、捜査における手段の利用に関して書面に

よる指導・指示を出す。 
9. 連行状、逮捕状、勾留状、建造物の捜索状を発付する、及び保釈命令を出す 
10. 捜査期間及び勾留期間をこの法律に定められた通り延長する 
11. 事件記録を補充捜査の指示とともに捜査官又は検察官（検察職員）に差し戻す 
12. 法律に違反した捜査官、検察官に捜査を中止させ、違反が刑法犯と認めた場合、事

件手続きを行う。 
13. この法律 146 条又は 148条に定められた事由により事件を中止、又は終了する 
14. 法律で定めるその他の権限義務を行う。 

 
第 152 条（改正/旧 74 条）事件検討と付意見の期間の規定 

検察庁の長は、捜査機関又は検察官（検察職員）から受理した事件を、受理した日から

15 日以内に検討（コンクワ）し、以下のいずれかの命令を発付しなければならない。 
1. 捜査がまだ完全でない場合、検察庁の長は、事件ファイルを、補充捜査の指示書面

とともに、捜査機関または検察官（検察職員）に送り返さなければならない。 
2. この法律 146 条に定める捜査中止事由がある場合、検察庁の長は、事件中止命令を

発付しなければならない。 
3. この法律 148 条に定める事件終了原因がある場合、検察庁の長は、事件終了命令を

発付しなければならない。 
4. 捜査機関の長、捜査官、または検察官（検察職員）が行った強制手段が事件の実際

の状況に適切でない場合、検察庁の長は、その変更、追加、取消または破棄をする

ことができる。 
5. 確実十分な（情報）証拠がある場合、検察庁の長は、被疑者を裁判所へ起訴する命

令を発付しなければならない。 
②上記意見を表した後、検察庁の長は、被疑者（プートゥクハー）、被害者、民事原告、

民事責任者に対し、命令発付の日から平日 3 日以内に告知しなければならない。 
③当事者は、事件ファイルを見る、検察庁の長の命令を読む、事件ファイルの中の書類

をメモし、コピーする権利を有する。 
④検察庁は、起訴命令と事件ファイルを証拠品とともに、起訴命令発付の日から平日 3
日以内に、裁判所に送付しなければならない。 
⑤検討している事件が権限義務の範囲外である場合、検察庁の長は、権限義務のある検

察庁に事件ファイルを送らなければならない。 
⑥控訴または上告における検察庁の事件検討・付意見の期間は、事件ファイル受領後

30 日以内とする。 

 
第 153 条（新）補充捜査のため事件ファイルを送り返す 

事件ファイルを検討後、以下の場合、検察庁は、補充捜査のため、事件ファイルを捜査

機関に送り返すことができる 
１．（情報）証拠収集がまだ完全でなく、検察庁が補充捜査を自ら行うことができない 



２．被疑者についてほかに捜査を開始をする根拠がある場合、または、同一事件におい

て他の関与者がいる場合で、まだ捜査手続が行われていない 
３．刑事訴訟法違反がある 
②事件ファイルを捜査機関に送り返す場合、検察庁の長は、補充捜査の指示をしなけれ

ばならない。 
③捜査機関は、追加捜査指示書受領後 30 日以内に、関係検察庁に、補充捜査摘要書と

ともに事件ファイルを送らなければならない。 

 
第 2 節 

裁判所への起訴 
 

第 154 条（新）被疑者の裁判所への起訴 
裁判所への被疑者の起訴は、検察庁の長による、裁判所に審理判決（裁判）をさせるた

めの、被疑者を訴追する起訴命令の発付である。 
②起訴状には以下の事項を記載しなければならない 
１．起訴命令を発付した年月日及び場所 
２．起訴命令を発付した者の氏名、官職、職務、署名 
３．被疑者の氏名、年齢、国籍、民族、職業、IDcard or Family book number、住所 
４．被疑事実、勾留、保釈の年月日、勾留場所、刑罰を定める刑法その他の法律の（適

用）条文 
③検察庁の長は、事件ファイルを裁判所に送る少なくとも平日 3 日前に、被疑者、弁護

人その他の保護者に起訴状を告知し、受領サインをさせなければならない。起訴状にサ

インしない場合、その旨を記録する。 
④裁判所に被疑者を起訴した場合、裁判所が法律に従って検討するため、事件ファイル

と証拠品を送らなければならない。 

 
第 155 条（新）裁判所に送らない子供の犯罪 

15歳以上 18歳以下の子供により行われた軽犯罪(Minor offense)、Major offenseであって、

社会的に重大な危険でなく、法律によって 3 年未満の自由刑が定められているものは、

裁判所に送らず、子供の権利利益保護法及び刑法による。 

 
第 156 条（新）（カムタレーン） 

「カムタレーン」とは、検察庁の長の意見であり、被告人の犯罪の分析を裁判所に表し、

犯罪の 4 構成要素（物質的、客観的、主観的、行為者）、刑事責任を加重軽減する根拠、

その他の事件に関する重要な条件、刑法その他の刑罰を定める法律、刑事訴訟法、検察

庁法その他の関係法律を示すものである。 
②被疑者、弁護人その他の保護者は、カムタレーンを読み、メモを取り、コピーする権

利を有する。 
③検察庁のカムタレーンは、特別規則に定める。 

 



第 3 節 
直接起訴 

 
第 157 条（新）裁判所への直接起訴 

裁判所への直接起訴は、検察庁の長が、捜査を開始せずに、裁判所に被疑者（プートゥ

クハー）を起訴することである。 

 
第 158 条（新）直接起訴の条件 

直接起訴の条件は以下のとおり。 
１．犯罪が、軽犯罪又は 3 年未満の自由刑を定めている major offense 
２．犯行が目撃されている、被疑者（プートゥクハー）が自白しているなど証拠が完全

である 

 
第 159 条（新）直接起訴手続 

この法律 158 条に定められたとおり完全な状況がある場合、捜査機関の長、検察職員は、

発生の日又は報告された日から 48 時間以内（地方の場合、7 日以内）に事件ファイル、

証拠品、被疑者（プートゥクハー）を検察庁に送らなければならない。 
②検察庁の長は、事件ファイル受領後 48 時間以内に直接起訴しなければならない。 

 
第 8 章 

第一審裁判所における訴訟手続 
 

第 1 節 
刑事第一審裁判所の権限（管轄） 

 
第 160 条（新）刑事第一審判決において権限（管轄）を有する裁判所 

第一審において刑事事件判決権限を有する裁判所は以下のとおり 
1. 地区人民裁判所は、少年事件を除いて、3 年未満の自由刑が定められた刑事事件の

第一審審理判決権限を有する。 
2. 県、首都人民裁判所は、地区人民裁判所の管轄外の刑事事件の第一審審理判決権限

を有する。 
3. 地域軍裁判所は、軍事的領域に関わる犯罪または、軍事制限地域における犯罪に関

する刑事事件の第一審審理判決権限を有する。 

 
第 161 条（新）地区、県、首都人民裁判所の権限（管轄） 

地区人民裁判所、県、首都人民裁判所の審理判決は以下のとおり行う 
1. 刑法その他の法律が、3 年未満の自由刑を定める各犯罪は、地区人民裁判所の管轄

である 
2. 刑法その他の法律が、3 年以上の自由刑を定める各犯罪、少年裁判所がない場合の

各少年犯罪は、県、首都裁判所の管轄である。 
3. 複数の参加者がいる刑事犯罪では、3 年以上の自由刑が定められた犯罪に該当する

者がいる場合は、県、首都人民裁判所の管轄である。 



 
第 162 条（新）裁判所の土地管轄 

刑事事件判決における人民裁判所、軍裁判所の（土地）管轄は以下のとおり： 
1. 犯罪が行われた場所の裁判所。ただし、安全と公正を確保するため必要がある場合

を除く。その場合、最高人民裁判所長官は、ほかの場所の裁判所の管轄に合意する

権限を有する。 
2. 一人の個人が複数の場所又は複数の県で犯した犯罪については、この法律 97 条の定

めるところによる。 
3. 犯罪が、国内国外で業務を行う、ラオス人民民主共和国の飛行機、船、客船、貨物

船内で行われた場合、ラオス国内の最初の寄港地が管轄裁判所となる。 
4. 海外で罪を犯し、ラオス国内で訴訟手続を受けるラオス国民については、その者の、

ラオス国内における直近の住所地の県又は首都人民裁判所が管轄を有する。直近の

住所地が不明の場合、最高人民裁判所の裁判長が管轄を有する裁判所を決定する。 

 
第 163 条（新）裁判所の権限（管轄）に関する裁定 

争いがある場合、裁判所の管轄に関する裁定は以下のとおりとする： 
1. 同一県又は首都の地区人民裁判所の管轄に関する裁定は、県又は首都人民裁判所長

が行う。 
2. 異なる県の地区人民裁判所の管轄に関する裁定は、地域人民裁判所長が行う。 
3. 県、首都人民裁判所の管轄に関する裁定は、最高人民裁判所長官が行う。 
4. 人民裁判所と軍裁判所の管轄に関する裁定は、最高人民裁判所長官が行う。 

 
第 2 節 

裁判（ピッチャラナー）のための事件受理 
 

第 164 条（改正）裁判のための事件受理 
裁判所は、検察庁の長による起訴がある場合に限り、裁判のために事件ファイルを受理

する。 

 
第 165 条（改正）第一審裁判所における事件検討判決（裁判）のための期間の規定 

第一審の地区人民裁判所、県、首都人民裁判所及び地域軍裁判所は、検察庁の長から起

訴状を受理した後 30 日以内に事件を検討判決（裁判）しなければならない。 
②直接起訴の事件の場合、検察庁の長から直接起訴を受領後 48 時間以内に検討判決（裁

判）しなければならない。この場合の裁判所の判決に対しては、控訴することはできる

が上告することはできない。 

 
第 166 条（改正）裁判所の手段 

裁判所における訴訟手続において、裁判所は、この法律が定める捜査手段及び強制手段

を行う権限を有する。 



②強制手段を実施、変更、取消した場合、裁判所は、直ちに同級の検察庁、被告人、民

事原告、弁護人、その他の保護者、拘置所に知らせなければならない。 

 
第 167 条（改正）裁判所による事件検討（コンクワカディー） 

検察庁から事件ファイルを受理後、裁判所長は、捜査機関、検察庁の手続、検察庁の長

の起訴命令が正しく、完全かどうかをチェックするために他の裁判官に配点する（渡す）。

その後、以下の決定をするため、裁判所長に提出させる。 
1. 捜査が不十分（不完全）である場合、補充捜査のため、検察庁に事件ファイルを差

し戻す 
2. まだ裁判所に起訴されていないほかの犯罪又はほかの者（被疑者）がいる場合、追

加起訴のため、検察庁に事件ファイルを差し戻す 
3. 捜査が適正で、完全である場合、公判を開く日時を決定する 
②裁判所長が上記いずれかの決定を発付した後、3 日以内に被告人その他の訴訟手続参

加者に告知しなければならない。 

 
第 168 条（新）補充捜査のための事件記録の差戻し 

裁判所長は、以下の場合、補充捜査のため、あるいは、追加起訴のため、検察庁に事件

ファイルを差戻す命令を発付する 
1. 重要な証拠の欠如 
2. 被告人がほかの犯罪に関与した、あるいは、同一事件で、まだ起訴されていないほ

かの犯人がいることを示す信頼できる根拠がある 
②当該補充捜査（命令）においては、捜査を求める問題点（事項）を記さなければなら

ない。 
③かかる補充捜査において、この法律 148 条に定める事件終了の事由がある場合、検察

庁の長は、事件終了命令を発付し、その旨裁判所に知らせなければならない。 
④検察庁が、裁判所に提案された補充証拠を集められない場合で、かつ、裁判所への起

訴を維持する場合、裁判所は公判のため事件を受理しなければならない。 

 
第 169 条（新）事件を公判に付す命令の内容 

裁判官が事件ファイルの検討を終えた後、裁判所長は、事件を公判に付す命令を出さな

ければならない。 
②命令の内容は以下のとおり： 
1. 被告人の氏名、年齢、国籍、職業及び住所 
2. 公訴事実及び起訴状よる刑事罰を定めた刑法その他の法律の適用条文 
3. 公判の日時、場所 

 
第 170 条（新）証言のための個人又は組織の召喚 

審理を包括的、完全、客観的に行うために、裁判所は、この法律 113条に定めるとおり、

関係者及び組織を、証言あるいは、証拠提出のため、召喚する。 



 
第 3 節 

公判における訴訟手続に関する規則 
 

第 171 条（新）第一審裁判合議体 
第一審裁判合議体は、裁判長 1 名、構成員（裁判官）2 名の 3 名の裁判官で構成する。 
②裁判長は、公判において、審理を公平に指揮する義務を負う。 
③構成員裁判官は、公判審理の最初から終了まで参加しなければならない。 
④公判審理の途中で、合議体の裁判官が継続できなくなった場合、裁判長は、交代する

裁判官を任命し、審理を再度初めから行わなければならない。 

 
第 172 条（新）公判の規則 

公判開始前、裁判所書記官は、公判参加者に規則を告知しなければならない。 
②公判参加者は、裁判合議体に敬意を表し、規則及び裁判長の指示に従わなければなら

ない。 
③裁判合議体が法廷に出入りする際、及び判決が宣告される際は、裁判所に敬意を表す

るため全員起立しなければならない。 
④公判審理に参加するために召喚された個人は、裁判長の許可を得て、裁判合議体に意

見を述べる権利を有する。健康上の問題がある場合、裁判長は着席することを許可する

ことができる。 
⑤18 歳未満の子供は、子供が犯人（少年犯罪）又は子供が被害者の場合を除いて、公

判に在廷することはできない。 
⑥公判に関する詳細な規則は、別に規則で定める。 

 
第 173 条（新）公判規則違反者に対する措置 

公判規則に違反した者は、警告されるか、退去命令を受けて退去させられるか、必要が

ある場合その場で訴追される。 
②公判において、Public security officers（公安職員）は、ルールを維持し、違反者に対

する裁判長の命令を執行しなければならない。 

 
第 174 条（新）検察庁の長の参加 

検察庁の長は、同級の裁判所の公判審理に参加しなければならない。あるいは、公判審

理に参加させる検察官を任命することができる。 

 
第 175 条（新）被告人の参加 

被告人は、裁判所の召喚状により、公判審理に参加しなければならない。 
②被告人が、拘束されておらず、正当な理由なく審理に参加しない場合、この法律 137
条の定めに従って連行される。 
③被告人が、正当な理由により公判に参加できない場合、裁判所は期日を延期できる。 



④被告人が、公判中に負傷した場合、裁判所（合議体）は、回復するまで審理を中止し

なければならない。 
⑤被告人が逃走した場合、裁判所（合議体）は逮捕命令を発付する。 
⑥公判に参加している間における勾留されている被告人は、弁護人その他の保護者との

み会う権利を有する。その他の者との接触は裁判長の許可を得なければならない。 
⑦勾留されていない被告人は、開始から終了まで公判に参加しなければならない。 

 
第 176 条（新）被害者、民事原告、民事責任者の参加 

被害者、民事原告、民事責任者は、裁判所の召喚状により、公判に参加しなければなら

ない。 
②被害者、民事原告、民事責任者が公判に参加しない場合、合議体は、延期するか、公

判審理を継続するか、検討しなければならない。 

 
第 177 条（新）証人の参加 

証人は、事件の状況を明らかにするために公判に参加しなければならない。 
②証人が理由なく公判に参加しない場合、この法律 137 条の規定に従って連行される。 
③証人が参加できないものの、事件に関する詳細な供述を捜査官または検察官（検察職

員）に既にしている場合、裁判所は、それらの者の証言記録を公判で読み上げなければ

ならない。 裁判所が、重要性かつ必要性のある問題を発見した場合、合議体は審理を

延期しなければならない。 

 
第 178 条（新）弁護人またはその他の保護者の参加 

被告人の弁護人又はその他の保護者は、公判手続に参加する義務があり、公判開始前に

書面で裁判所に弁論（カムタレーン）を提出しなければならない。 
②被疑者（プートゥクハー）または被告人が、18 歳未満の子供、聴覚、視覚、言語障

害者、知的、精神障害者、または死刑が定められている犯罪の犯人の場合、弁護人又は

その他の保護者の参加が必要である。 
③弁護人又はその他の保護者が公判に出席しない場合、（それらの者において）公判を

延期すべき理由がない限り、裁判所は、規則に従い公判審理を進めるため開廷しなけれ

ばならない。 

 
 
第 179 条（新）専門家（プーシヤオサーン）・熟練者（プーサムナーンガーン）の参加 

専門家又は熟練者は、意見を述べ、説明するために公判に参加しなければならない。 
②専門家又は熟練者が参加できない場合、合議体は、彼らの参加の重要性と必要性の程

度によって、延期するか、審理を継続するかを検討しなければならない。 

 
第 180 条（新）通訳人の参加 

通訳人は、通訳のために公判に参加しなければならない。 
②通訳人が参加できない場合、合議体は公判を延期しなければならない。 



 
第 181 条（改正）公判審理の中止及び延期 

公判審理の中止は、被告人の傷病、あるいは、能力喪失等審理を妨げる状況による公判

の一時停止である。 
②審理の延期は、新しい証拠の収集、裁判に重要な参加者の参加の必要性、不可抗力ま

たは偶然の出来事により審理期日をほかの日に延期する決定（合意）である。 

 
第 182 条（新）公判延期の期間 

合議体は、公判延期の期間を決定（合意）する権限を有する。ただし、1回の延期は決

定の日から 7 日間を超えることはできない。 

 
第 183 条（新）裁判（事件検討判決）の範囲 

裁判所は、検察庁の長の起訴、当事者の申立てを受理し、情報証拠及び公判審理の結果

に基づき検討しなければならない。すべての起訴、申立ては、法律に従って検討しなけ

ればならない。検察庁又は当事者が申し立てていない問題は、裁判所は検討すべきでは

ない。 

 
第 184 条（新）公判の記録 

公判の記録は以下の内容を記載する 
1. 国名と標語 
2. 公判の日時場所 
3. 事件番号、年月日 
4. 合議体構成員の氏名 
5. 検察庁の長又は代表者及び書記官の氏名 
6. 被告人、被害者、民事原告、民事責任者、弁護人又はその他の保護者の氏名 
7. 公訴事実、身柄拘束、逮捕、勾留の年月日、場所、保釈の年月日 
8. 参加者の権利義務の告知 
9. 参加者の質問と応答。 撮影、録音されている場合、記録に記載しなければならな

い。 
10. 判決 
11. 控訴、異議申立ての権利告知 
12. 公判終了時間 
②検察庁の長官、又は代表者、被告人、被害者、民事原告、民事責任者、弁護人、その

他の保護者は、署名捺印をする前に、公判記録を読む権利、変更、追加を求める権利を

有する。 
③署名捺印しない場合、書記官はその旨記録する。 
④裁判長と構成員（裁判官）は、公判記録を確認し、書記官とともに署名しなければな

らない。 
⑤公判記録は、事件ファイルに保存されなければならない。 



 
第 4 節 

公判開始 

 
第 185 条（新）公判開始手続 

公判開始は、以下の手続による 
1. 書記官が、在廷している者に、公判規則を告知する。 
2. 書記官が、合議体の入廷前に、公判参加者を告知する。 
3. 書記官が、審理のために合議体に事件ファイルを渡す 
4. 裁判長が、公判開始を宣言し、公判で事件を審議する命令を読み上げる 
5. 裁判長が、被告人に、訴追内容を受領しているかどうか尋ねる 

 
第 186 条（新）公判に付された事件の告知 

被告人が、検察庁の長の裁判所への起訴命令及び裁判所長の命令を知らされた後、裁判

長は、当事者その他の参加者に対して、公判に付された事件を告知しなければならない。 

 
第 187 条（新）合議体裁判官、書記官、検察庁の長の名前の告知 

裁判長は、合議体、書記官、検察庁の長の氏名を、裁判長、その他の裁判官、書記官、

検察庁の長又は代表者の順で、公判参加者に告知しなければならない。 

 
第 188 条（新）忌避の権利 

裁判長は、当事者に対して、合議体あるいはその構成員の誰か、書記官、検察庁の長ま

たは代表者、専門家、通訳人を忌避する権利を告知し、意見を尋ねなければならない。 
②当事者は、親族である、利害関係がある、当事者と紛争があるといった場合、合議体

または前項に上げられた者を忌避する権利を有する。その場合、裁判長は、非公開室で

検討するため、公判を一時閉廷しなければならない。 

 
第 189 条（新）忌避に関する検討結果 

非公開室で忌避に関する検討を行った後、合議体は、この法律 172 条の規定に従い、入

廷する。 
②忌避に根拠がある場合、忌避される者は交代する。忌避に理由がない場合、裁判長は、

合議体を維持し、忌避を申し立てられた合議体その他の者を交代しない理由を述べ、審

理を継続しなければならない。 

 
第 190 条（新）専門家及び通訳人の権利義務の説明 

専門家または通訳人が公判に参加する場合、裁判長は、氏名、職業、職責を告知し、こ

の法律 72、73 及び 74 条に定める権利義務を説明しなければならない。 

 
第 191 条（新）証人の権利義務の説明 



各証人の氏名、年齢、職業、住所を告知した後、裁判長は、この法律 70 条に定める権

利義務を説明しなければならない。 

 
第 5 節 

公判審理 
 

第 192 条（改正）第一審公判審理規則 
第一審公判審理は、直接、口頭、公開（場合によっては非公開）で、連続的に弁論を行

わなければならず、合議体は変更しない。 
②第一審公判審理中、裁判所は、被告人、被害者、民事原告、民事責任者、証人、専門

家、熟練者に対する質問、証言聴取、証拠の証明、検察庁の長の証拠立証、カムタレー

ン、弁護士その他の保護者の弁論を通して、事件の発生状況を特定しなければならない。 
③裁判長は、公判廷において、審理を公平に進行する義務を負う。 
④裁判長は、被告人の身上について質問し、検察庁の長の起訴状及び公訴事実を告知す

る。 
⑤合議体は、被害者、民事原告、被告人、民事責任者、弁護人、証人その他の訴訟参加

者の証言を聞く。 
⑥公判において、検察庁の長及び裁判合議体は、裁判長から許可を得た上、当事者及び

その他の参加者に補充質問をする権利を有する。合議体は、公判に事件のすべての証拠

（物）を示し、その後、弁論を開始する。 
⑦合議体に変更があった場合、公判は初めから行う。 

 
第 193 条（新）起訴状朗読 

審理前、裁判長は、参加している検察庁の長に起訴状を読み上げるよう促す。 

 
第 194 条（新）審理（タイスワン）の方法 

審理において、合議体は、審理段階に従い、犯罪に関する各出来事の状況を完全に確定

するため証拠を捜さなければならない。 
②各質問手続においては、裁判長が最初に質問し、続いて、他の裁判官、検察庁の長、

弁護人またはその他の保護者が質問する。合議体、検察庁の長、弁護人その他の保護者

は、参加者に質問をする前に裁判長から許可を得なければならない。 
③公判審理参加者は、事件の事実を明確にするために、状況に関する質問をすることを 

裁判長に提案をする権利を有する。 
④専門家、熟練者は、意見を述べる事項に関して、参加者に質問をすることができる。 

 
第 195 条（改正）被告人の審理（タイスワン） 

裁判長は、被告人に、その身上経歴、起訴状の受理、起訴事実、事件の状況を尋ねるこ

とにより審理を開始する。その後、裁判長は、まだ明らかでない、完全でない問題その

他の問題について審理を進めなければならない。 
②複数の被告人がいる場合、合議体は各人に質問をしなければならない。 



③被告人の証言が他の者に影響を及ぼす場合、合議体は、その被告人の公判を分離しな

ければならない。この場合、以前の（共同）被告人の証言を、分離された被告人に知ら

せなければならず、かつ、被告人は、以前の（共同）被告人に質問をする権利を有する。 
④検察庁の長は、被告人に対する起訴事実に関する状況についての質問をする権限を有

する。 
⑤弁護人その他の保護者は、依頼人の防御権と利益に関する事件の状況について、質問

をし、問題を提起する権利を有する。 
⑥審理参加者は、裁判長に、事件に関する状況の質問を継続するよう提案する権利を有

する。 
⑦被告人が質問に答えない場合、合議体はほかの者に対する質問を続け、事件に関係す

る証拠を調べなければならない。 

 
第 196 条（新）被害者、民事原告、民事責任者、弁護人またはその他の保護者の審理（タイ

スワン） 
被告人に対する質問終了後、合議体は、関連事項について、被害者、民事原告、民事責

任者、弁護人その他の保護者に質問しなければならない。まだ完全でない、又は明らか

でない事項、あるいは、証言が整合していない部分がある場合、合議体は、質問を続け

る。 

 
第 197 条（新）証人の審理（タイスワン） 

合議体は、証人が複数いる場合、証人尋問を一人一人別々に行わなければならず、証人

が、尋問を受けている他人の証言内容を知らないようにしなければならない。 
②証人尋問において、合議体は、証人と被告人あるいはその他の事件関係者の関係を知

るために質問しなければならない。 
③合議体は、証人が、認識し、目撃している事件の状況について、明確に証言するよう

に求めなければならず、まだ完全でない、又は、明らかでない事項があれば質問を続け

なければならない。 
④公判に出廷し、尋問を受けた証人は、更なる質問のため、法廷に在廷しなければなら

ない。 
⑤証人、あるいは近親者の安全を確保する必要がある場合、合議体は、法律に従って必

要な保護措置を採らなければならない。 

 
第 198 条（新）専門家による鑑定意見陳述 

専門家、熟練者は、裁判所に鑑定を依頼された事項について、鑑定意見を述べるため、

裁判所の招聘状に従って公判に参加しなければならない。 
②公判中、専門家、熟練者は、鑑定書に関して追加意見を述べる権利を有する。 
③専門家、熟練者が公判に参加できない場合、裁判長は、公判で鑑定書の内容を告知し

なければならない。 



④検察庁の長、被告人の弁護人その他の保護者、その他の公判参加者は、専門家及び熟

練者の鑑定書に意見を述べ、鑑定書で不明な点及び整合しない点について質問をする権

利を有する。 
⑤必要な場合、合議体は、追加鑑定または再鑑定を提案できる。 

 
第 199 条（新）証拠の顕出 

検察庁の長、被告人、弁護人又はその他の参加者は、物的証拠に関して意見を述べる。 
②物的証拠、写真、図、音声記録、（書面）記録は、公判に提出されなければならない。 
③公判に提出された証拠について、合議体は、正しいかどうか、一致しているかどうか、

事件に関連するかどうかを調べなければならない。 

 
第 200 条（新）審理の終了 

審理が完了し、事件の状況がすべて明らかになった場合、裁判長は、参加者に対し、更

に提出したい証拠、あるいは、さらに審理をすべき事項の有無を尋ねなければならない。

もしその要求があり、理由があるならば、審理は、すべての事項が明確かつ完全になる

まで継続しなければならない。 
②追加がなければ、審理は終了する。 

 
第 6 節 
弁論 

 
第 201 条（新）弁論規則 

公判審理（尋問）終了後、裁判長は、弁論を開始する。 
②弁論は、有罪を証明する証拠、及び被告人の刑事責任に関する検察庁の長の説明から

開始する。 
③被告人は、弁護人またはその他の保護者がいる場合でも、自ら擁護する弁論を行わな

ければならない。 
④民事原告、民事責任者その他の個人は、権利利益を守るために意見を述べる権利を有

する。それらの者が、弁護人またはその他の保護者を有する場合、弁護人またはその他

の保護者は、かかる個人の権利利益を守るものとなる。 

 
第 202 条（新）弁論 

被告人、弁護人またはその他の保護者は、公訴事実について意見を述べ、裁判長は、検

察庁の長にその意見を述べさせる 
②裁判長は、参加者が意見を述べる時間と機会を与えなければならない。ただし、事件

に関連のない意見は許可しない。 
③民事原告及び民事責任者は、民事的問題について提案/Presentation をする権利を有す

る。 
④弁論において、参加者に意見又は提案がない場合、この法律 203 条に規定する場合を

除き、裁判長は、弁論を終結する。 



⑤その後、裁判長は、検察庁の長に弁論（論告）をさせる。 

 
第 203 条（新）被告人の最終意見陳述 

検察庁の長が弁論（論告）後、裁判長は、被告人に最終陳述をさせなければならない。 
②被告人の最終陳述が、事件に関する重要な新しい状況に関するものであり、かつ、信

用できる場合、裁判長は、更に尋問、弁論を行わなければならない。そのような状況が

なければ、裁判長は、非公開室での評議のために、公判の一時休廷を宣告する。 

 
第 7 節 

非公開室での評議及び判決宣告 
 

第 204 条（改正）非公開室での評議 
非公開室での評議において、合議体は詳細に、包括的、十分に、かつ客観的に、また公

判での審理（タイスワン）の結果を基づいて正しく公正に判決をしなければならない。 
②合議体は、非公開室で事件を詳しく検討し、最も経験の浅い裁判官から意見を述べ、

裁判長は最後に意見を投じる。多数意見に反対する者は、上級審での検討のために、そ

の意見を書面に表し、事件ファイルにとどめる権利を有する。 
③合議体は、非公開室において、判決案に署名しなければならない。 

 
第 205 条（新）判決 

裁判所は、ラオス人民民主共和国の名のもとに判決をする。 
②刑事判決は以下の構成とする 
1. 判決紹介の部分 
2. 事件の内容 
3. 分析 
4. 判決 
③判決については、特別規則で定める。 

 
第 206 条（改正）裁判所の判決宣告 

非公開室で評議が行われ、結論に達した後、裁判長は、公開法廷で判決を宣告し、併せ

て、控訴の権利を告げる。 
②判決宣告において、被告人がラオス語に通じない場合、通訳人が判決全文を通訳しな

ければならない。 

 
第 207 条（改正）面前での判決、面前とみなす判決、在廷しない判決 

面前での判決とは、原告及び被告人が検討に参加した裁判所の判決をいう。ただし、破

棄に関する判決を除く。 
②面前とみなす判決とは、被告人、または、民事原告が、裁判所の召喚状を受け取った

ものの、理由なく参加しない、または、犯罪が軽い犯罪で、原告または民事原告が、関

係者の参加なく審理判決するよう裁判所に提案する場合の、裁判所の判決をいう。この



場合、当事者は、裁判所の判決に異議を申し立てる権利はなく、控訴する権利のみ有す

る。 
③在廷しない判決とは、被告人、民事原告、被害者、民事責任者が、裁判所が召喚状を

送っており、受領したとみなされるが、何らかの理由で受領しなかった場合の、それら

の者が公判に参加しない判決をいう。このような場合、被告人、民事原告、被害者、民

事責任者は、判決を知ってから 20 日以内に異議を申し立てる権利を有する。原審合議

体は、第一審審理規則にしたがい、当事者立会いの下、再度判決しなければならない。 

 
第 208 条（改正）第一審判決の種類 

第一審判決の種類は以下のとおり 
1. 有罪判決 
- 刑の宣告（刑期）、罰金、財産・証拠品の没収、その他刑法に定められた罰 
- 全部または一部の執行猶予 
2. 無罪判決 
②被告人が、本条（1 項）1 号に定められた有罪判決を受け、かつ、損害を生じさせた

場合、請求があれば、損害賠償について検討し、民事訴訟法に定められた仮執行宣言を

行うことができる。 
③第一審判決に対する控訴、異議申立てがない場合、判決は確定し、控訴、上告は行え

ない。裁判所は、この法律第 11 章に定めるとおり、執行するため、判決及び事件ファ

イルを判決執行機関に送らなければならない。 

 
第 209 条（新）被告人の釈放 

公判において、第一審刑事合議体は、判決を宣告し、以下の状況においては、直ちに被

告人を釈放しなければならない 
1. 被告人が、無罪判決を受けたとき 
2. 被告人が、拘禁を伴わない再教育命令の判決を受けたとき 
3. 被告人が、執行猶予の判決を受けたとき 
4. 被告人が、勾留期間と同じ期間の自由刑の宣告を受けたとき 

 
第 210 条（新）判決の印刷と交付 

裁判所は、被告人、同級の検察庁、捜査機関、弁護人またはその他の保護者に対し、判

決宣告から 10 日以内に判決を印刷し、交付しなければならない。 
②被告人不在で判決がなされた場合、告知のために、被告人の最後の住所地の村行政機

関に送付しなければならない。 
③被害者、民事原告、民事責任者その他事件に権利利益を有する者または、その代理人

は、裁判所に判決の写しを求める権利を有する。 

 
第 9 章 

控訴審の訴訟手続 



 
第 211 条（新） 控訴審の判決権限を有する裁判所 

控訴審において判決の権限を有する裁判所は次の通りである。 
1. 県・都の人民裁判所は、地区人民裁判所が判決をした第一審の刑事事件における控

訴要請又は異議申立に対し、控訴審として判決する権限を有する。 
2. 地方人民裁判所・高等軍事裁判所は、県・都の人民裁判所・軍事裁判所が判決をし

た第一審の刑事事件における控訴要請又は異議申立に対し、控訴審として判決する

権限を有する。 

 
第 212 条 控訴要請の権利 

被告人、弁護人又は被告人のその他の後見人は、裁判所の裁判に対し控訴要求する権利

を有する。 
②民事原告、民事上の責任当事者、弁護人又はその他の後見人は、民事問題に関しての

み、裁判所の裁判に対し控訴要請の権利を有する。 
③裁判所の裁判に関する控訴要請は、第一審を判決した裁判所に提出しなければならな

い。 

 
第 213 条（改正） 検察庁の異議申立 

理由が不十分又は法律に適正でない裁判所の裁判に対する検察庁の異議申立は、その裁

判所と同級の検察庁及び上級検察庁の権限である。 

 
第 214 条（改正）裁判所の判決に対する控訴要請及び異議申立 

控訴審の裁判所は、控訴要請又は異議申立がある場合に限り、その訴訟事件を審議のた

め受理することができる。 
②第一審裁判所の命令・決定に対し、控訴要請及び異議申立の権利は、通知を受けた日

から 7 日以内に行なうこと。第一審裁判所の判決に対し、控訴要請又は異議申立の期限

は、その判決が読み上げられた日又は通知を受けた日から 20 日間である。 
③裁判所の判決に対する控訴要請又は異議申立の予約がある場合、控訴要請又は異議申

立の予約日から 20 日以内に、控訴要請又は異議申立の申請を行わなければならない。 

 
第 215 条（改正） 裁判所の判決に対する控訴要請又は異議申立の規制 

裁判所の命令、決定及び・又は判決に対し、控訴要請又は異議申立がある場合、当該控

訴要請又は異議申立は、第一審裁判所を通じて控訴審裁判所へ提出されなければならな

い。第一審裁判所は、控訴要請者に対し、控訴の期間、控訴の申請書の書き方、控訴の

手数料、及びかかる者のその他権利について紹介しなければならない。第一審裁判所は、

その期間が満了している場合であっても、控訴要請又は異議申立を受理しなければなら

ない。控訴要請又は異議申立の期間が満了して 3日以内に、第一審裁判所は、その控訴

要請又は異議申立を事件ファイルとともに、控訴審裁判所へ送らなければならない。 



②控訴要請又は異議申立の予約でも、本条第 1 項に規定した控訴要請及び異議申立と同

様の実施を行わなければならない。 
③第一審裁判所が控訴要請又は異議申立を受理しない、又は受理手続きを引き伸ばす場

合、控訴要請者又は異議申立者は、控訴審裁判所に直接控訴要請又は異議申立を行う権

利を有する。 
④第一審裁判所が控訴要請又は異議申立を受理したが、控訴審裁判所に事件ファイルの

送付を期限以上に引き伸ばす場合、控訴要請者又は異議申立者は、控訴審裁判所に審議

のため事件ファイルを要求するよう提起する権利を有する。 
⑤判決に対する控訴要請又は異議申立の場合、第一審裁判所は、他方当事者に対し、そ

の者が抗弁又は異議申立を提起できるように、控訴要請又は異議申立について通知しな

ければならない。被告人が拘禁されている場合、刑務官を介して通知しなければならな

い。 
⑥控訴審裁判所での審議判決が始まる前に、控訴要請者又は異議申立者は、自らの控訴

要請又は異議申立について追加説明、他方当事者の控訴要請又は検察庁の長の異議申立

に対する意見を提出する権利を有する。 

 
第 216 条（改正） 控訴審裁判所の判決手続きの期限 

控訴審裁判所は、その事件ファイル受領の日から 45 日以内に、その訴訟事件を審議し

判決をしなければならない。 

 
第 217 条（改正） 控訴要請又は異議申立を追加、変更及び取り下げる権利 

控訴審裁判所での審議が行なわれる前に、訴訟事件に関係する人及び検察庁の長は、自

らの控訴要請又は異議申立を追加、変更又は取り下げることを提起する権利を有する。 
②控訴要請又は異議申立が取り下げがあった場合、訴訟事件に関係する人及び検察庁の

長は、控訴要請又は異議申立を再度行なう権利を有しない。 
③控訴要請又は異議申立の取り下げがあった場合、控訴審裁判所は、訴訟を中止しなけ

ればならない。そして第一審の判決は、控訴審裁判所が訴訟中止の決定を出した日から、

確定判決になる。控訴要請又は異議申立の一部が取り下げられた場合、控訴審裁判所は

取り下げられない部分だけを審議しなければならない。 

 
第 218 条（改正） 控訴審裁判所での追加証拠の提示及び審議 

公判開始前又は公判での審理中、本法第 217条に記載される者は、検察庁の長が公判で

タレーンをする前に、新たな証拠を提示する権利を有する。 
②以前に提示した証拠及び追加提示した証拠を公判で審議を行わなければならない。控

訴審裁判所の判決は、以前に提示した証拠及び新証拠をも審議判決の基本としてしなけ

ればならない。 

 
第 219 条（改正） 控訴審裁判所での訴訟事件審議に関連する規制 



控訴審裁判所での訴訟事件審議は、本法第 167条、170 条から 207 条の定めによる、第

一審裁判所での訴訟事件審議に関連する規制と同様に行うものである。 
②裁判長が公判を開始した後、事件を担当する構成員が報告し、そして裁判長は、控訴

要請者又は控訴審の検察庁の長に自らの控訴要請又は異議申立の理由について述べさ

せるものとする。 
③新たな証拠の提示がある場合、裁判所は、控訴審検察庁の長及び公判に参加した人に

通知しなければならない。その後、被告人、被害者、民事原告、弁護人、又はその他の

後見人に、裁判所に対して説明させる。タイスワン、弁論及び非公開会議室での審議の

規制については、第一審と同様に行う。 

 
第 220 条（改正） 控訴審裁判所の事件審議における権限範囲 

刑事事件の審議において、控訴審裁判所は、主に公判でのタイスワンの結果又は新たに

追加証拠に基づき、法的正当性及び判決の理由の面で判決を調査する。控訴審裁判所は、

一部の被告人が控訴要請をしていない、又は検察庁の長が異議申立をしていなくても、

控訴要請又は異議申立の問題を審議するばかりでなく、同じ訴訟事件のすべての被告人

に関連する全体的な訴訟手続も調査するものとする。 
②訴訟事件の審議において、控訴審裁判所は、検察庁の長の異議申立がある場合を除き、

刑の軽減を判決する権利を有するが、元より刑を重くする権利を有しない。 

 
第 221 条（新） 控訴審裁判所の判決 

控訴審裁判所は、ラオス人民民主共和国として、訴訟事件を判決する。 
②控訴審裁判所の判決は、次の項目から構成される。 
1. 紹介の部分 
2. 事件内容の部分（ヌア・カディー） 
3. 訴訟経過の部分（ヒウー・カディー） 
4. 分析の部分 
5. 判決の部分 
③控訴審裁判所の判決は、別の規制に規定される。 

 
第 222 条（改正） 控訴審裁判所の判決の種類 

控訴審裁判所の判決の種類は、以下のとおりである。 
1. 全体的に第一審裁判所の判決を確認する。 
2. 部分的又は全体的に第一審裁判所の判決を変更し、第一審裁判所が科した犯罪刑罰

の増減を判決する。 
3. 判決を破棄し、第一審裁判所の新たな合議体へその訴訟事件を送り再審議させ、前

の合議体が、ある要請に対し、まだ審議していなかった場合には、その合議体へ送

る。 
4. 第一審裁判所の判決を破棄し、それから被告人の無罪を判決する。 



②控訴審裁判所の判決は、訴訟事件の内容に関する最終判決である。 
③訴訟事件の判決を行なった控訴審裁判所は、その判決の日から 10 日以内に判決を打

ち完成させなければならない。 
④控訴審裁判所の判決に対し、破棄要請又は異議申立が無い場合、その判決が確定判決

になる。裁判所は、事件ファイルと共に判決文を、裁判所の判決を執行する機関に送る。 
⑤控訴審裁判所が本条の 3 番の定めにより、判決を下した場合、被告人、民事原告、民

事上の責任当事者、弁護人又はその他の後見人、及び検察庁の長は、破棄要請又は異議

申立を行うことを許可されない。 

 
第 223 条 判決を破棄又は変更する理由 

第一審裁判所の判決を破棄又は変更する理由は、以下のとおりである。 
1. 捜査又は公判でのタイスワンが、包括的でない、充分でない、又は客観的でない。 
2. 裁判所の理由づけが、その訴訟事件の事実と一致していない。 
3. 与えられた刑が、その犯罪の性質、社会にとっての脅威、及びその犯罪人の人格に

適切でない。 
4. 刑事訴訟手続に関する規制の違反、又は刑法の不正確な適用がある。 

 
第 224 条（改正） 第一審裁判所による訴訟事件の再審議 

控訴審裁判所が訴訟事件を再審議のため第一審裁判所へ送り返す場合、当該訴訟事件の

審議は、一般的規制に従うものとする。 
②訴訟事件の再審議において、第一審裁判所は、再捜査により被告人が別の犯罪を犯し

たことを立証する新たな事実が明らかになり、検察庁の長から追加起訴がある場合限り、

刑を重くすることができる。 

 
第 10 章 

破棄審裁判所における訴訟手続 

 
第 225 条（新） 破棄審の判決権限を有する裁判所 

破棄審において判決の権限を有する裁判所は次の通りである。 
1. 地域人民裁判所は、県・都の人民裁判所が判決をした控訴審の訴訟事件に対し、破

棄審として判決する権限を有する。 
2. 最高裁判所は、地域人民裁判所・高等軍事裁判所が判決をした控訴審の訴訟事件に

対し、破棄審として判決する権限を有する。 

 
第 226 条（改正） 判決への破棄要請又は異議申立 

被告人、民事原告、民事上の責任当事者、弁護士又はその他の後見人又は検察庁の長は、

控訴審裁判所の命令、決定、及び判決について、法的側面の適正を調査するために、破

棄審裁判所へ破棄要請又は異議申立の権利を有する。 



②破棄審裁判所は、被告人、民事原告、民事上の責任当事者、弁護士又はその他の後見

人からの破棄要請がある場合、又は検察庁の長の異議申立がある場合に限り、控訴審裁

判所の命令、決定及び判決を、審議のため受理するものとする。 
③被告人、民事原告、民事上の責任当事者、弁護人、その他の後見人、又は検察庁の長

は、控訴審裁判所の命令、決定につき、通知を受けた日から 7 日以内に、破棄要請又は

異議申立の権利を有する。控訴審裁判所の判決については、当該判決が読み上げられた

日又は通知を受けた日から 45 日以内に、破棄要請又は異議申立を行うものとする。 
④破棄要請又は異議申立を予約する場合、予約日から 45 日以内に、破棄要請又は異議

申立の申請を行わなければならない。 

 
第 227 条（改正） 破棄要請に関する規制 

裁判所の命令、決定及び・又は判決に対し、破棄要請又は異議申立がある場合、破棄要

請者又は異議申立者は、控訴審裁判所を通じて、破棄審裁判所へ自らの破棄要請書又は

異議申立を提出しなければならない。控訴審裁判所は、破棄要請者に対し、破棄の期間、

破棄の申請書の書き方、破棄の手数料、及びかかる者のその他権利について紹介しなけ

ればならない。控訴審裁判所は、その期間が満了している場合であっても、破棄要請又

は異議申立を受理しなければならない。破棄要請又は異議申立の期間が満了して 3 日以

内に、控訴審裁判所は、その破棄要請又は異議申立を事件ファイルと共に、破棄審裁判

所へ送らなければならない。 
②破棄要請又は異議申立の予約でも、本条第 1 項に規定した破棄要請及び異議申立と同

様の実施を行わなければならない。 
③控訴審裁判所が、裁判所の判決に対する破棄要請又は異議申立を受理しない、又は受

理手続きを引き伸ばす場合、破棄要請者又は異議申立者は、破棄審裁判所に直接破棄要

請又は異議申立を行う権利を有する。 
④控訴審裁判所が、破棄要請又は異議申立を受理したが、破棄審裁判所に事件ファイル

の送付を期限以上に引き伸ばす場合、破棄要請者又は異議申立者は、破棄審裁判所に審

議のため事件ファイルを要求するよう提起する権利を有する。 
⑤判決に対する破棄要請又は異議申立の場合、控訴審裁判所は、他方当事者に対し、そ

の者が破棄要請の抗弁又は異議申立を提起できるように、破棄要請又は異議申立につい

て通知しなければならない。被告人が拘禁されている場合、刑務官を介して通知しなけ

ればならない。 
⑥破棄審裁判所での審議判決が始まる前に、破棄要請者又は異議申立者は、自らの破棄

要請又は異議申立について書面による理由の追加説明、他方当事者の破棄要請又は検察

庁の長の異議申立に対する意見を提出する権利を有する。 

 
第 228 条（新） 破棄審裁判所の審議の期限 

破棄審裁判所は、その事件ファイル受領の日から 30 日以内に、その訴訟事件を審議し

判決をしなければならない。 



第 229 条（改正） 破棄要請又は異議申立の審議 
破棄審裁判所は、タレーンするために検察庁の長が参加する公判において破棄要請及び

異議申立を審議する。 
②必要に応じて破棄審裁判所は、判決を受けた者及び訴訟事件に関係するその他の者を

召喚することができる。 
③公判開始後、裁判長又は担当の構成員は、訴訟事件の状況、関連する命令、決定又は

判決、破棄要請又は異議申立の内容、並びにその訴訟事件に関する自らの意見を報告す

るものとする。その後、他の構成員、検察庁の長は、その訴訟事件の報告の担当者に質

問する権利を有し、そして、訴訟事件に関係するその他の者は、公判にてその訴訟事件

に関し提起及び意見を述べる権利を有する。 
④検察庁の長がタレーンを行なってから、裁判長は、非公開会議室で審議判決するため

に公判の一時閉廷を宣言し、そして、裁判長が公判にて判決を読み上げる。 

 
第 230 条（新） 破棄審裁判所の判決 

破棄審裁判所は、ラオス人民民主共和国として、訴訟事件を判決する。 
②破棄審裁判所の判決は、次の項目から構成される。 
1. 紹介の部分 
2. 事件内容の部分（ヌア・カディー） 
3. 訴訟経過の部分（ヒウー・カディー） 
4. 分析の部分 
5. 判決の部分 
③破棄審裁判所の判決は、別の規制に規定される。 

 
第 231 条（改正） 破棄審裁判所の判決の種類 

破棄審裁判所の判決の種類は以下のとおりである。 
1. 被告人、民事原告、民事上の責任当事者、弁護人又はその他の後見人又は検察庁の

長が、破棄要請又は異議申立に関連する規制を遵守しない場合、破棄要請又は異議

申立を受理しない。 
2. 破棄要請又は異議申立を取り消し、控訴審裁判所のすべての命令、決定又は判決を

認める。 
3. 控訴審裁判所の命令、決定又は判決を、控訴審裁判所へ訴訟事件を送り返さず、全

体的に破棄し、被告人に無罪の判決を下す。 
4. 控訴審裁判所の命令、決定又は判決を、部分的又は全体的に破棄し、控訴審裁判所

の新たな合議体へ訴訟事件を送り、前の合議体が、ある要請に対し、まだ審議して

いなかったり、又は法律違反があった場合には、その合議体へ送る。 

 
第 232 条（改正） 控訴審裁判所の命令、決定又は判決を破棄する理由 

控訴審裁判所の命令、決定又は判決を破棄する理由は、以下のいずれの場合である。 



1. 与えられた刑が、その犯罪の性質、社会にとっての脅威、及びその犯罪人の人格に

適切でない。 
2. 刑事訴訟手続に関する規制の違反、又は刑法の不正確な適用がある。 

 
第 233 条（改正） 破棄審裁判所での訴訟事件審議における権限の範囲 

破棄要請又は異議申立の審議において、破棄審裁判所は、破棄要請又は異議申立におい

て提示された法的側面に関連する問題のみを審議する責務を有し、訴訟事件の事実問題

についてタイスワンしないものとする。 
②訴訟事件で有罪判決を受けた者が多くいるが、破棄要請又は異議申立が被告人の 1名
又は一部のみの場合でも、裁判所は、破棄要請又は異議申立が、かかる者たちに関連し

ていない場合であっても、同じ訴訟事件で有罪判決を受けたすべての者に関連して訴訟

事件を審議するものとする。 
③控訴審裁判所が、不適正で無罪の判決を行なったこと、又は有罪判決を受けた被告人

に与えられた刑罰が実際の犯罪と不適切であることが判明した場合、破棄審裁判所は、

判決を破棄し、その訴訟事件を再審議のため控訴審裁判所の新たな合議体へ送るものと

する。 

 
第 234 条（改正） 控訴審裁判所による訴訟事件の再審議 

破棄審裁判所が、判決を破棄し、再審議のため控訴審裁判所へ送り返す場合、当該訴訟

事件の再審議は、本法第 219 条に基づくものとする。 
②控訴審裁判所の新たな合議体が、破棄審裁判所の判決と一致しない判決を下す場合、

被告人が破棄を要請しない場合には、検察庁の長が、破棄審裁判所へ職権による異議申

立を行う権利を有する。 
③訴訟事件の再審議において、破棄審裁判所が、同じ判決を下し、2 回目にその訴訟事

件を控訴審裁判所へ送り返す場合、控訴審裁判所の新たな合議体は、破棄審裁判所の判

決を厳格に実施しなければならない。 

 
第 11 章 

裁判所裁判の執行 

 
第 1 節 

裁判所裁判の執行に関する一般規制 

 
第 235 条（改正） 裁判所裁判の執行 

執行される裁判は以下のとおりである。 
1. 確定した第一審裁判所の命令、決定及び判決 
2. 仮執行する必要のある第一審裁判所の命令、決定及び審決 
3. 確定した控訴審裁判所の命令、決定及び判決 



4. 破棄審裁判所の命令、決定又は判決 
②控訴要請、破棄要請又は異議申立があっても、直ちに執行しなければならない（第一

審又は上訴審の）判決は、以下のとおりである。 
1. 被告人の無罪判決（第一審又は上訴審） 
2. 猶予の判決（第一審又は上訴審） 
3. 自由刑の判決（第一審又は上訴審）で、禁錮の期間が、今まで被告人が仮勾留され

た期間と等しい。 

 
第 236 条（新） 裁判所裁判の執行手続き 

確定した裁判所の（第一審又は上訴審の）判決を受領してから 7 日以内に、第一審での

審議を行った裁判長は、裁判所の（第一審又は上訴審の）判決を執行する命令を出すか、

又は別の同級裁判所に対し判決執行命令を出す委託しなければならない。 
②裁判所の判決執行命令は、命令を出す者の氏名、職位及び職務；裁判所の判決執行機

関の名前；受刑者の氏名、誕生日及び住所；受刑者が実行しなければならない（第一審

又は上訴審の）判決を記載しなければならない。 
③裁判所の判決執行命令及び判決文を複写し、裁判所の判決執行機関、受刑者及び裁判

所の判決執行機関と同級の検察庁へ送付しなければならない。 
④受刑者が保釈されている場合、判決執行命令は、命令を受けてから 7 日以内に執行す

るものと明確に記載しなければならない。そして、受刑者は裁判所の判決を実行するた

めに、拘置・矯正の警察の事務所に出頭しなければならない。 
⑤保釈中の受刑者が出頭しない、又は裁判所が判決を下した後に逃亡した場合、裁判所

は、受刑者の逮捕命令を出し、同級の捜査機関に実行させなければならない。 

 
第 237 条（改正） 裁判所裁判の執行機関 

裁判所裁判の執行機関は、以下のとおりである。 
1. 県・都の警察本部の刑事施設及び公安省に属する拘置・矯正警察局は、自由刑に関

する裁判所の判決を実施する。 
2. 軍事裁判所の判決執行事務所は、確定した軍事裁判所の命令、決定、（第一審及び

上訴審の）判決を実施する。 
3. 村行政機関は、軟禁される者又は執行猶予を受けた者に対し、保護観察、改善指導

に関し実施する。 
4. 県・都の司法局に属する裁判所判決執行部及び郡・市の司法事務所に属する裁判所

判決執行係は、損害賠償、罰金、財産の没収及び刑事事件においての自由刑になら

ない矯正の刑罰に関し実施する。 

 
第 238 条（改正） 受刑者の釈放 

受刑者が、裁判所判決に従い自由刑の服役を完了した場合、刑務官は、受刑者の釈放に

ついて、関係する地方の警察本部の長又は拘置・矯正警察局の局長に報告しなければな



らない、そして、検察庁の長にも報告するものとする。かかる者がまだ釈放されていな

い場合、検察庁の長が直ちに釈放命令を出さなければならない。 
②期間前の受刑者の条件付き釈放は、刑法に従い実施されるものとする。 
③国家の重要な日に際して国家主席から与えられる恩赦による釈放は、恩赦に関する規

則に従い実施されるものとする。 
④大赦による釈放は、国民議会の決議に従い実施されるものとする。 
⑤上記の釈放は、民事原告が控訴要請若しくは破棄要請をする場合であっても、又は受

刑者が民事上の損害賠償若しくは罰金をまだ支払っていない場合であっても、直ちに実

施されるものとする。民事上の損害賠償又は罰金は、裁判所判決執行部又は執行係に執

行を委ねるものとする。 

 
第 239 条（改正） 受刑者釈放の実施方法 

受刑者釈放は、以下のとおり実施される。 
1. 受刑者が、裁判所判決で定められたとおり刑の服役を完了した、又は期間前の釈放

を受けた、又は検察庁の長の命令に基づく釈放を受けた後、刑事施設の長は、釈放

予定の者に準備させ、教育を受けさせ、その者に宣誓書を書いて誓うよう求めるも

のとする。村の行政機関及びかかる者の家族又は親戚は、釈放時の立会に招かれ、

村の行政機関は、かかる者を引き続き教育するよう任命されるものとする。 
2. 釈放予定の者が合法的に保有していた重要物品の保管を担当する職員は、かかる物

品を完全かつ同じ状態で返却し、受領を認めた記録を作成するものとする。その重

要物品が、完全かつ同じ状態で返却されない場合、担当の職員は、本法第 141 条の

定めにより責任を負うものとする。 
3. 刑事施設の長は、法及び規則の定めにより釈放の記録を作成するものとする。 
4. 釈放される者に、引き取れる家族若しくは親戚がいない場合、又は自分で家に帰る

状態にない場合、刑事施設の長は、その情況において適切な手当及び交通費をかか

る者に払い、並びに村の行政機関に提出するその他の文書を渡すものとする。 
5. 外国籍の者で損害賠償をまだ行なっていない受刑者の釈放において、かかる者が裁

判所が下した判決の全額損害賠償してから、国外に出ることを許可する。 

 
第 2 節 

自由刑及びその他の刑の実施 

 
第 240 条（新） 自由刑の実施 

自由刑の判決を受けた受刑者は、矯正施設にて自由刑を実施するために、保釈中の者又

は以前に勾留されてない者を含めて、身柄を連れて来られなければならない。 
②拘置所又は矯正施設の長は、受刑者の家族に対して、受刑者を受け取ってから 15 日

以内に受刑者の刑罰の実施場所を知らせなければならない。 



③受刑者が勾留されていた場合、拘置所又は矯正施設の職員は、刑罰を実施する前に、

要請により受刑者を家族と面会を許可しなければならない。 

 
第 241 条（新） 自由刑の実施の停止 

自由刑を判決された受刑者は、勾留されてない時に、県・都の警察本部の本部長又は公

安省に属する拘置・矯正局の局長に対して、その自由刑の実施を停止する要請の権利を

有する。 
②担当する職員は、要請書を受けてから 10 日以内に検討しなければならない。本法第

242 条に定めたどれかの理由に相当する場合、県・都の警察本部の本部長又は拘置・矯

正局の局長は、その自由刑の実施の停止命令を出さなければならない、そして、その命

令を受刑者に送り、監督のために検察庁の長に報告するものとする。 
③停止期間の 10 日が終了し、そのかかる者が刑の実施のために警察官に出頭しない、

かつ十分な理由もない場合、警察官は直ちにそのかかる者を刑の実施のために連行しな

ければならない。 

 
第 242 条（新） 自由刑実施の停止理由 

自由刑の実施の停止理由は、以下のとおりである。 
1. 重傷な受刑者、医師による証明があり、治療の完治後刑の実施を行うとする。 
2. 妊婦又は 1才以下の子供を持つ母親、子供が 1 才以上なるまで（停止） 
3. 3 年以下の自由刑、かつ家族の主の労働力である受刑者、刑を実施すれば、家族

に重大な影響を及ぼす場合、かかる者は 1 年の停止を要請する権利を有する。 
4. 社会にとっての脅威及び国家の安定に関わる犯罪を除き、公的な職務の必要があ

り、かかる者の所属機関が証明した場合、かかる者は 1 年の停止を要請する権利

を有する。 
②以上の場合により、自由刑の実施を停止する期間は、刑の実施期間に含まれない。 

 
第 243 条（新） 刑罰実施の停止された受刑者の監督 

自由刑実施の停止を受けた受刑者は、かかる者が住んでいる地方行政機関又は働いてい

る組織に監督を委任する。かかる者は、監督する機関から許可を受けずに、別の場所に

移転することはできない。 
②刑実施の停止期間、受刑者が重大な犯罪を犯した、又は逃亡しようとする信頼できる

情報があった場合、その刑実施の停止命令を出した県・都の警察本部長又は拘置・矯正

局の局長は、その命令を取消し、そして刑実施のためにそのかかる者の連行命令を出さ

なければならない。また、監督のためにその連行命令を検察庁の長へ送るものとする。 

 
第 244 条（新） 執行猶予、自由刑でない矯正刑の実施 

執行猶予付判決を受けた受刑者は、地方行政機関、かかる者が所属する組織又は働いて

いる所に監督及び教育を委任する。 



②自由刑でない矯正刑に関する判決の執行は、収入がある者に対してのみ実施するもの

とする。 
③裁判所判決の執行官は、組織又はそのかかる者が働いている所に、国家収入として納

めるために月給又は労働の報酬から差し引くよう、裁判所の判決を通知しなければなら

ない。 

 
第 245 条（新） 軟禁刑の実施 

軟禁刑の判決を受けた受刑者は、地方行政機関、かかる者が所属する組織又は働いてい

る所に軟禁刑の実施を委任する。 
②軟禁刑の受刑者は、裁判所の判決に定めた特定の場所から外出すること又は特定の場

所に進入することが禁止される。 

 
第 246 条（新） 罰金刑及び損害賠償の実施 

罰金刑及び損害賠償に関する刑事判決の実施は、裁判所判決執行法の規定を基づき、裁

判所判決執行部又は係が、実施するものとする。 

 
第 247 条（新） 財産没収、物品没収の刑罰の執行 

財産没収及び物品没収に関する刑事判決の執行は、判決を言渡された者が刑の実施中、

恩赦された、又は刑の実施が終了した場合でも、裁判所判決執行部又は係が、裁判所判

決の記載の通り、実施するものとする。 

 
第 3 節 

受刑者の移送 

 
第 248 条（新） 受刑者の移送 

受刑者の移送は、裁判所判決の刑の実施を継続するために、ある刑事施設から別の刑事

施設へ受刑者を移送することである。 
②受刑者の移送条件は、別の特定規制に規定される。 

 
第 249 条（新） 受刑者移送の願書提出 

受刑者移送の要請書は、県・都の警察本部又は拘置・矯正警察局に提出し、公安省大臣

が検討し決定するものとする。そして、監督のために最高人民検察庁に報告する。 

 
第 250 条（新） 受刑者移送の要請検討 

県・都の警察本部又は拘置・矯正警察局は、受刑者移送の要請書を 20 日以内に検討し、

公安省に提起する。公安省は、提起されてから 15 日以内に検討しなければならない。 
②公安省が受刑者移送を決定した後、受刑者がいる県・都の警察本部又は拘置・矯正警

察局は、履歴、健康状態、刑の実施及びその他の問題を収拾し、かかる者に他人の物又



は共同の物を返還させるものとする。かかる者が所有している個人の物を一緒に持って

行けるが、受刑者を受け取り、刑実施を継続させる県・都の警察本部又は拘置・矯正警

察局に通知しなければならない。 
③受刑者移送は、安全かつ目的地へ到着することを保障しなけれならない。 
④受刑者移送が終了すると、監督のために検察庁に報告しなければならない。 
⑤軍の刑事施設での受刑者移送は、国防省が決定する。 

 
第 251 条（新） 受刑者移送の経費 

受刑者移送の経費については、下記の通り行わなければならない。 
1. 要請による受刑者移送は、要請者の負担になる。 
2. 職権による受刑者移送は、移送を決定した政府の機関の負担になる。 

 
第 4 節 

条件付期間前の釈放 

 
第 252 条（新） 期間前の釈放 

期間前の釈放は、今まで一部の刑を実施したが、かかる者が進歩し、自己鍛錬し、刑事

施設の規則及び労働作業を厳守し、今まで自らの不適正な行為に関し反省の気持ちを抱

き、見解や考え方の更新が見られた受刑者の釈放することである。 

 
第 253 条（新） 条件付期間前の釈放 

条件付期間前の釈放を受ける受刑者は、本法第 252 条に定めた受刑者であり、以下のと

おり、今までで刑を実施したことがある。 
1. 半分、犯行時に 18 才以下の犯罪人の場合 
2. 三分の二、18 才以上の犯罪人 
3. 15 年、終身自由刑の犯罪人 
②常習犯の犯罪人及び死刑から変更した自由刑の受刑者は、期間前の釈放を許されない。 

 
第 254 条（新） 条件付期間前の釈放に関する検討規則 

条件付期間前の釈放の検討は、受刑者の要請又は県・都の警察本部長又は拘置・矯正警

察局長の提起に基づくものとする。 
②受刑者の要請書又は県・都の警察本部長又は拘置・矯正警察局長の提案書は、かかる

者が刑の実施を行っている県・都の裁判所にタレーンをするために、県・都の検察庁へ

送らなければならない。 
③検察庁の長は、要請書又は県・都の警察本部長又は拘置・矯正警察局長の提案書を受

理してから 15 日以内に検討しタレーン文を出さなければならない。そして、検察庁の

長は、裁判所に提起し、検察庁の長のタレーン文を受理された日から 10 日以内に審議

し判決をしなければならない。 



④県・都の人民裁判所又は軍事裁判所は、条件付期間前釈放を審議するものとし、釈放

される者の実施すべき条件を設ける。期間前釈放された者が、5 年以内に条件のとおり

に適正に実施でき、新たな犯罪も起こさないとすれば、残りの刑もなくなる。規定した

条件のとおりに実施できない場合、期間前釈放された者は、残りの刑を実施するものと

し、条件の期間内に新たな犯罪を犯した場合、新たな刑と残りの刑と一緒に実施しなけ

ればならない。 

 
第 5 節 

死刑の実施 

 
第 255 条（改正） 死刑執行の規則 

死刑判決が確定した後、当該裁判所は、直ちにその判決を事件ファイルと共に最高人民

裁判所長官及び最高人民検察庁長官へ送らなければならない。 
②判決と事件ファイルを受け取ってから 60 日以内に、最高人民裁判所長官が最高人民

検察庁長官と一緒に、死刑判決の適正に関し、事件の事実及び法的側面に基づき、事件

ファイルを調査しなければならない。適正であると見られた場合、最高人民裁判所は、

その死刑判決の適正を確認する決定を出すものとする。不適正であると見られた場合、

最高人民検察庁は、再審の規制に基づきその死刑判決に対し異議申立を行うものとする。 
③死刑判決は、最高人民裁判所長官の決定があり、又は最高人民検察庁長官の異議申立

が無い場合、かつ国家主席からの恩赦が無いときに、執行できるものとする。 
④死刑判決の受刑者は、死刑判決を確認する最高人民裁判所長官の決定について通知さ

れた日から 30 日以内に、国家主席に恩赦を要請する権利を有する。 
⑤死刑の執行は、恩赦を与えない旨の国家主席の決定が出される日から、又は恩赦要請

がない場合、最高人民裁判所が決定を発する日から、1 年後に行われる。 

 
第 256 条（新） 死刑判決の実施 

本法第 255条に定めた 1年後に、第一審を審議した裁判所は、死刑判決の実施命令を出

さなければならない。 
②裁判所判決執行委員会に関し、特定の規則がある。 
③裁判所判決執行委員会は、裁判所判決における死刑判決の受刑者本人かどうか確信す

るために、受刑者の履歴、身分証明書又は戸籍謄本を確認しなければならない。 
④受刑者が女性である場合、第一審を審議した裁判所は、死刑判決の実施命令を出す前

に、刑法に定めた死刑判決を実施しない理由及び条件、例えば、妊婦である、又は 1 歳

未満の子供がいることに当たるかどうか確認しなければならない。死刑を実施しない要

素があった場合、裁判所は死刑実施を延期する命令を出さなければならない。 
⑤死刑を実施する前に、裁判所判決執行委員会は、最高人民裁判所の死刑判決実施命令、

決定、及び恩赦要請があった場合の恩赦を与えない国家主席の決定に関し朗読するか、

又は当該の者に読ませなければならない。 



⑥死刑の実施は、刑法に定めた実施方法で行なうものとする。 
⑦死刑の実施は、議事録を作り、本条の第 4項の書類についてかかる者に対して読み上

げた又は本人が自ら読んだことを記載しなければならない。また、議事録には、死刑判

決を受けた本人が、夫又は妻又は家族に残す最後の言葉、手紙及び物品について記載し

なければならない。 
⑧特別な場合には、裁判所判決執行委員会は、判決の実施を延期し、最高人民裁判所長

官への報告ができるように、第一審を審議した裁判所長官へ報告しなければならない。 

 
第 6 節 

裁判所判決の実施に関する検察庁の監督 

 
第 257 条（新） 刑罰実施場所の監督における検察庁の権限及び任務 

自己の統括する範囲内の刑事施設での法の実施における監督役割として、検察庁の権限

及び任務は、以下のとおりである。 
1. 受刑者の移送、外での治療及び釈放が、法を基づき適切に実施されているかどうか

を調べ、不適正である場合は、問題解決するための処置を出す。 
2. 法律に定めた定期的に、又は臨時に刑事施設及び裁判所の罰則執行施設の調査を行

う。 
3. 釈放、矯正、及び裁判所のその他の処置に関する書類を調査する。 
4. 矯正された者、及び裁判所のその他の処置を執行されている者の管理について調査

するとともに、当該者に質問する。 
5. 矯正された者、及び裁判所のその他の処置を執行されている者に対する担当職員の

行為を調査する。職員の行為が法律違反であると認識された場合は注意を与えなけ

ればならない。また、かかる行為が刑法に違反した場合は法律に則って、訴訟しな

ければならない。 
6. 不法に矯正された者、及び裁判所のその他の処置を執行されている者の即時釈放を

命じる。 
7. 恩赦の条件を満たしている罪人について、検討、審査、選出、分類、名簿の作成を

行い、国家主席令による恩赦の執行を検討する。 
8. 刑事施設に収容されている被矯正者又は受刑者、及び治療を受けることが許可され

た者、移転が許可された者の名簿を検討する。 
9. 刑事施設の担当委員会の命令及び規則を検討し、合法性を確保する。非合法である

場合はその担当委員会に法律違反の原因の説明を要求する。法律に則り、刑事施設

の担当委員会は拘置・矯正に関して、規則の遵守に関する人民検察庁長官の命令に

従わなければならない。 
10. 法律に則り、その他の権限及び任務を遂行する。 

 
第 258 条（新） 裁判所判決の実施における検察庁の権限及び任務 



自己の統括する範囲内の裁判所判決の実施における監督役割として、検察庁の権限及び

任務は、以下のとおりである。 
1. 裁判所の判決執行官に対して： 
 － 裁判所裁判の執行状況の報告を要求する。 
 － まだ執行されていない確定した裁判所裁判の執行を要求する。 
2. 法律の執行、民事の債務履行、裁判手数料、税金及び罰金の徴収及び予算への納入、

財産及び所有物の国家への没収、刑罰の執行などの裁判所の判決が正当に執行され

るよう、監督する。 
3. 裁判所裁判に適切ではない執行の変更、取り消し又は中止を要求する。 
②検察庁のすべての要求について、裁判所判決の執行官は要求された日から 30 日間以

内に実行しなければならない。 

 
第 12 章 

訴訟事件の再審 

 
第 259 条（改正） 再審された訴訟事件の受理 

裁判所の確定判決は、再審することができる。 
②最高人民裁判所のみが、再審として訴訟事件を審議する権限を有する。 
③最高人民裁判所は、新たな情報又は証拠に基づき最高人民検察庁長官から要請がある

場合に限り、再審として刑事訴訟事件のを受理し審議するものとする。 
④訴訟事件の再審は、訴訟当事者の要請がある場合、又は最高人民検察庁長官の職権に

よる場合に行なわれるものとする。最高人民検察庁長官の職権による再審は、法の適正

のため行なわれる。 

 
第 260 条（改正） 訴訟事件再審の理由 

訴訟事件の再審の理由は、新たな情報又は証拠が発見される場合で以下のとおりである。 
1. 証人が虚偽の証言をした、専門家が虚偽の意見を与えた、通訳人が誤った、又は提

示された証拠が虚偽であって、これらが誤った判決につながった。 
2. 裁判官、検察庁の長、検察官、又は捜査機関の長、捜査官が、中立しない又は不適

正に事件のまとめたことが、誤った判決につながった。 
3. 判決を受けた者の無罪を示す他の事実があり、これは裁判所が（第一審又は上訴審

の）判決を下した時に知られていなかった。 
4. 刑事訴訟手続きの規則が違反され、又は法の適用が不適正であった。 

 
第 261 条（改正） 訴訟事件再審の期限 

新たな情報又は証拠が見つかった場合、判決を受けた者の刑事上の責任を重くする目的

での訴訟事件の再審は、確定判決の日から 1 年以内に限り行なわれるものとする。判決



を受けた者の刑事上の責任を軽くする又は放免するための訴訟事件の再審は、制限なく

いつでも行なうことができる。 
②判決を受けた者の死亡は、その者に対する起訴事実に関する真実を調べることを目的

とする訴訟事件の再審で、障害とならないものとする。 
 
第 262 条（改正） 再審要請願書の提出及び検討 

決定、判決が確定した訴訟事件について、新たな事情又は証拠を発見した個人又は組織

は、最高人民検察庁に自らの願書を提出しなければならない。 
②再審要請の検討において、本法第 260 条の第 1項、2 項及び 3 項に定める原因が存在

する場合、最高人民検察庁長官は、第一審の検察庁の長に、新たな事情又は証拠の当該

発見について捜査開始命令を出すように、再審要請の願書を送るものとする。本法第

260 条の第 4 項に定める原因が存在する場合、最高人民検察庁長官は、要請又は職権に

より再審要請の決定を出さなければならない。 
③最高人民検察庁長官が、その訴訟事件の再審が不当であると考える場合、再審しない

決定を出し、該当の個人及び組織へ通知するものとする。 

 
第 263 条（改正） 検察庁の長における再審 

新たな事情又は証拠の発見から生じる捜査が終了した後、訴訟事件を再審する十分な理

由があるとみなされる場合、第一審の検察庁の長は、最高人民検察庁長官が最高人民裁

判所に対し再審要請するために、事件ファイル、及び捜査に関するその他の書類、並び

に自らの供述を送付するものとする。訴訟事件を再審するための十分な理由がない場合、

検察庁の長は、最高人民検察庁長官が再審しない決定のために、報告しなければならな

い。 

 
第 264 条（改正） 再審における最高人民裁判所の権限 

訴訟事件の再審において、最高人民裁判所は以下の権限を有する。 
1. 最高人民検察庁長官の再審要請を破棄する 
2. 判決を取消し、それから無罪放免の判決を下す 
3. 判決を取消し、第一審裁判所の新たな合議体へ事件ファイルを送り、審議させる。 
②新たな合議体による審議は、第一審裁判所での訴訟手続きに関連する一般規則を遵守

するものとする。 

 
第 13 章 
治療処置 

 
第 265 条（新） 治療処置 

治療処置は、勾留中の者、被疑者、被告及び受刑者に対する人道的な政策の実施であり、

精神喪失・精神耗弱、病気、伝染病などの病にかかった場合、規則により、外の治療所

にて治療を受けさせるものとする。 



 
第 266 条（改正） 治療処置の適用 

捜査期間中又は裁判所での訴訟手続きの期間中、検察庁の長又は裁判所長官は、医師の

証明による精神喪失・精神耗弱、重病、伝染病、アルコール若しくは薬物中毒にかかっ

ている勾留中の者に対し、公立の病院又は特定な治療所へ送るという治療処置を適用す

る権利を有する。完治の後、告訴時効期間が満了していない又は刑の実施期限が満了し

ていない場合、訴訟又は刑の実施を継続させる。刑罰を実施している場合、県・都警察

本部の本部長又は拘置・矯正局の局長は、受刑者に対し治療処置を適用する権利を有す

るが、監督のために 24時間以内に検察庁の長に報告しなければならない。 
②治療の期間は、刑の実施期間に含まれるものとする。 

 
第 267 条（新） 治療処置の種類 

治療処置の種類は、以下のとおりである。 
1. 緊急の場合における治療 
2. 被治療者の保護・監督 

 
第 268 条（改正） 緊急の場合における治療 

刑事施設にいる勾留中の者、被疑者、被告人、及び受刑者が急病になり、刑事施設の医

師がかかる者を治療できない場合、刑事施設の長は、かかる者を治療のため公立の病院

へ送り、郡・市の警察本部の長、又は県・都の警察本部長、又は拘置・矯正局の局長、

検察庁の長又は裁判所長官へ、24 時間以内に通知しなければならない。 

 
第 269 条 被治療者の保護・監督 

刑事施設にいる勾留中の者、被疑者、被告人、及び受刑者は、公立の病院又は特定な治

療所に限定して、治療のために搬送されるものとする。 
②被治療者の保護及び監督は警察官の責任である。警察官が、治療中の勾留中の者、被

疑者、被告人及び受刑者を逃亡させた場合、法律の定めにより刑事責任を取るものとす

る。 

 
第 14 章 

刑事訴訟手続における国際協力 

 
第 270 条 刑事訴訟手続における国際協力の原則 

ラオス人民民主共和国において刑事訴訟手続を実施する管轄機関と外国の管轄機関と

の間の、刑事訴訟手続における国際協力は、国家の独立及び領土主権、内政の不干渉、

平等及び互恵の原則を遵守するものとし、並びにラオス人民民主共和国憲法、及び国際

法の基本原則と一致するものとする。 

 



第 271 条 刑事訴訟手続における国際協力 
刑事訴訟手続における国際協力は、ラオス人民民主共和国が外国と署名契約した合意事

項又はラオス人民民主共和国が加盟した国際条約に従い、ラオス人民民主共和国の法に

基づき実施されるものとする。 
②ラオス人民民主共和国が刑事訴訟手続に関連する国際条約にまだ署名していない又

はまだ加盟していない場合、相互協力の原則に基づき行なわれるが、ラオス人民民主共

和国の憲法・法律と矛盾しないものとする。 

 
第 272 条（改正） 司法共助の実施 

司法共助の提供において、ラオス人民民主共和国において刑事訴訟手続を行なう管轄機

関は、ラオス人民民主共和国が加盟した国際条約を遵守するものとし、本法を遵守する

ものとする。 
②司法共助の提供は、犯罪人の引渡し、被疑者若しくは被告人の資産の差押え若しくは

保全、犯罪に関する情報提供、事件に関係する情報及び物品の提供、判決の執行、又は

国境を越えた犯罪などとの闘いにおける協力という目的を有する可能性がある。 

 
第 273 条 司法共助提供の拒否 

ラオス人民民主共和国において刑事訴訟手続を行なう管轄機関は、以下の場合、司法共

助の提供を拒否することができる。 
1. 司法共助の要請が、ラオス人民民主共和国が加盟した国際条約、又はラオス人民民

主共和国の法と適合しない。 
2. 司法共助の提供が、国家の主権、安全、若しくは安定、又はラオス人民民主共和国

の重要な利益に影響を及ぼすことになる。 

 
第 15 章 
最終規定 

 
第 274 条 執行 

ラオス人民民主共和国政府、最高人民裁判所、最高人民検察庁及びその他の関係機関は

本法律を執行するものとする。 

 
第 275 条 発効 

本法律は、ラオス人民民主共和国国家主席が本法を公布する政令を発する日から、その

効力が生じるものとする。 
②本法は、2004 年 05月 15 日付、刑事訴訟法 No. 01/SPA に取って代わる。 

 
国民議会議長 

 ㊟ 本ラオス刑事訴訟法（2012 年改正）の日本語訳（注釈を含む）は、JICA 技術協力専門家が業務上作成した成果物を、日本の企業・

個人の皆様がラオスの当該法令を理解するための参考資料として公開するものです。法律上の問題に関しては法令のラオス語原文を参照し

てください。 


